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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアネットワークエンティティのワイヤレス通信の方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から、要求される機能を含む登録要求を受信することと、ここにお
いて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化機能を
含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステム（Ｅ
ＰＳ）最適化を含む、
　前記要求される機能に基づいて、前記登録要求を拒否すると決定することと、
　複数の原因値から、前記ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める１つの原因値を選択す
ることと、ここにおいて、前記原因値は、前記ＵＥが狭帯域ＮＢ－Ｓ１モードであるか広
帯域ＷＢ－Ｓ１モードであるかに少なくとも部分的に基づいて選択され、
　　　前記第１の原因値は、第１の原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、第２の原因値番号と、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）
原因情報エレメントとを含み、
　　　前記第１の原因値番号は、原因値＃１５であり、ここにおいて、
　　　前記第１の原因値番号は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値番号は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないこ
とを示す、
　前記登録拒否メッセージを前記ＵＥに送ることと、
　を備える方法。
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【請求項２】
　前記原因値は、ローカル展開についての知識に基づいて選択される、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記ローカル展開についての前記知識は、前記ローカル展開が、現在の地上波公共移動
通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の同じエリアにおいて別の周波数上に別の追跡エリアが存
在するようなものであるかどうかを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の原因値は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、
登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするよう前記ＵＥに指示し、前記第１の
原因値は、前記現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見つけようと試みるよ
う前記ＵＥに指示する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の原因値は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアを前記ＵＥが見つけないであろうことを示し、前記第２の原因値は、異なるＰＬＭ
Ｎを見つけることを試みるよう前記ＵＥに指示する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の原因値は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２の原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネット
ワーク（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記コアネットワークエンティティはＭＭＥである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ユーザ機器（ＵＥ）のワイヤレス通信の方法であって、
　要求される機能を含む登録要求をコアネットワークエンティティに送信することと、こ
こにおいて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化
機能を含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステ
ム（ＥＰＳ）最適化を含む、
　原因値を含む登録拒否メッセージを受信することと、ここにおいて、前記拒否メッセー
ジに含まれる前記原因値は、前記ＵＥが狭帯域ＮＢ－Ｓ１モードであるか広帯域ＷＢ－Ｓ
１モードであるかに少なくとも部分的に関連し、
　　　前記第１の原因値は、第１の原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、第２の原因値番号と、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）
原因情報エレメントとを含み、
　　　前記第１の原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値番号は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値番号は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないこ
とを示す、
　前記原因値に基づいて、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の別の追
跡エリアをサーチするかどうかを決定することと、
　を備える方法。
【請求項１０】
　前記原因値が前記第１の原因値であるとき、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（
ＰＬＭＮ）の前記別の追跡エリアへの登録を試みることと、
　前記原因値が前記第２の原因値であるとき、別のＰＬＭＮを選択することを試みること
と、
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記原因値番号は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、登
録を試みるのに値する別の追跡エリアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す
こと専用である、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示すこと専用である、請求項９に記載
の方法。
【請求項１３】
　コアネットワークエンティティのワイヤレス通信のための装置であって、
　請求項１ないし８のいずれか一項に記載のステップを実行するように手段、
　を備える装置。
【請求項１４】
　ユーザ機器（ＵＥ）のワイヤレス通信のための装置であって、
　請求項９ないし１２のいずれか一項に記載のステップを実行するように構成された手段
、
　を備える装置。
【請求項１５】
　請求項１ないし８または９ないし１２のいずれか一項に記載のステップを実行するよう
に構成されたコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ読取可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　[0001]本願は、２０１６年７月１５日付で出願された「REGISTRATION REJECT DUE TO C
IOT FEATURE INCOMPATABILITY」と題する米国仮出願第６２／３６３，１８１号および２
０１７年７月５日付で出願された「REGISTRATION REJECTION DUE TO CELLULAR INTERNET 
OF THINGS FEATURE INCOMPATIBILITY」と題する米国特許出願第１５／６４２，１８０号
の利益を主張し、これらは、参照によって全体がここに明確に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は一般に、通信システムに関し、より具体的には、セルラ式モノのインタ
ーネット（ＣＩｏＴ：cellular Internet of Things）機能の非互換性による登録拒否に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、およ
びブロードキャストのような様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されてい
る。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソースを共有することで
複数のユーザとの通信をサポートする能力がある多元接続技術を用い得る。このような多
元接続技術の例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（Ｏ
ＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム
、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）システムが含まれる。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気
通信規格に採用されている。例となる電気通信規格は、５Ｇ Ｎｅｗ Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）
である。５Ｇ ＮＲは、（例えば、モノのインターネット（ＩｏＴ）での）レイテンシ、
信頼性、セキュリティ、スケーラビリティと関連する新たな要件および他の要件を満たす
ために、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））によって公表
された連続的なモバイルブロードバンドの進化の一部である。５Ｇ ＮＲのいくつかの態
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様は、４Ｇロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））規格に基づき得る。５
Ｇ ＮＲ技術のさらなる改良が必要である。これらの改良は、他の多元接続技術にも、こ
れらの技術を用いる電気通信規格にも適用可能であり得る。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]以下に、１つまたは複数の態様の基本的な理解を提供するために、そのような態
様の簡略化された概要を提示する。この概要は、企図されるすべての態様の広範な概観で
はなく、また、すべての態様の主要なまたは重要なエレメントを識別するようにも、任意
またはすべての態様の範囲を線引きするようにも意図されない。その唯一の目的は、後に
提示されるより詳細な説明への前置きとして、１つまたは複数の態様のいくつかのコンセ
プトを簡略化された形式で提示することである。
【０００６】
　[0006]ＣＩｏＴは、上位レイヤ（例えば、非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤ）において特
定のＣＩｏＴ機能を提供し得るワイヤレス通信技術の一種である。ＣＩｏＴ機能の非包括
的なリストには、制御プレーン上でのデータ転送（例えば、制御プレーン（ＣＰ）ＣＩｏ
Ｔ最適化）、データがユーザプレーン上で送られるときの動作の停止（suspend）モード
／再開（resume）モード（例えば、ユーザプレーン（ＵＰ）ＣＩｏＴ最適化）、パケット
データネットワーク（ＰＤＮ）接続性なしでのネットワークアタッチメント（例えば、Ｐ
ＤＮ接続なしに登録された、拡張された進化型パケットシステム（ＥＰＳ）モビリティ管
理（ＥＭＭ））、ならびに回線交換（ＣＳ）サービスおよびパケット交換（ＰＳ）サービ
スの両方へのアタッチ（例えば、コンバインドアタッチ）なしでのショートメッセージサ
ービス（ＳＭＳ）に対するサポートが含まれ得る。ＣＳサービスおよびＰＳサービスは互
いに独立している可能性があるため、ＣＳサービスおよびＰＳサービスは、ＵＥによって
およびコアネットワークエンティティによって同時にサポートされている場合もされてい
ない場合もある。特定の構成では、ＣＳサービスおよびＰＳサービスを管理するコアネッ
トワークエンティティは、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）であり得る。
【０００７】
　[0007]ユーザ機器（ＵＥ）が、ＣＩｏＴ機能のうちの１つを使用しようとネットワーク
への登録を試みるとき、ＵＥは、ＵＥがＣＩｏＴ機能のうちのどれを使用しようとしてい
るかを（例えば、コアネットワークエンティティに送られる）登録要求において示し得る
。
【０００８】
　[0008]ＵＥによって（例えば、コアネットワークエンティティに）送られる登録要求は
、ＵＥが、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチプロシージャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化、および
ＵＰ ＣＩｏＴ最適化のような、１つまたは複数のＣＩｏＴ機能をサポートすることを示
し得る。加えて、登録要求は、ＵＥがＣＰ ＣＩｏＴ最適化を使用したいと望むことを示
し得る。一構成では、コアネットワークエンティティは、コアネットワークエンティティ
によってサポートされているサポートＣＩｏＴ機能（supported CIoT feature）およびＵ
Ｅと関連する要求ＣＩｏＴ機能（requested CIoT feature）のリストを維持し得る。
【０００９】
　[0009]コアネットワークエンティティは、ＵＥによって要求された機能（例えば、ＣＰ
 ＣＩｏＴ最適化）がコアネットワークエンティティによってサポートされているかどう
かを決定し得、サポートされている場合、コアネットワークエンティティは、登録要求を
受け入れ得る。コアネットワークエンティティが、要求された機能（例えば、ＣＰ ＣＩ
ｏＴ最適化）をサポートしていないが、コアネットワークエンティティが、ＵＥが示した
ＣＩｏＴ機能のうちの１つをサポートしている場合、コアネットワークエンティティは、
登録要求を受け入れ得る。
【００１０】
　[0010]しかしながら、コアネットワークエンティティが、登録要求において示されるＵ
Ｅの要求ＣＩｏＴ機能（例えば、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化）またはサポートＣＩｏＴ機能（
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例えば、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチプロシージャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化、およびＵ
Ｐ ＣＩｏＴ最適化）をいずれもサポートしていない場合、コアネットワークエンティテ
ィは、ＵＥの登録を拒否する登録拒否メッセージを送り得る。しかしながら、登録拒否メ
ッセージが、登録拒否の理由（例えば、現在のＰＬＭＮおよび／またはＴＡがＵＥのサポ
ートＣＩｏＴ機能をいずれもサポートしていないこと）を示さないため、ＵＥは、現在の
ＰＬＭＮおよび／または現在の追跡エリア（ＴＡ：tracking area）にアタッチしようと
試み続け得、これは、ＵＥがネットワークにアタッチするのに必要とされる時間を増加さ
せ得る。
【００１１】
　[0011]本開示は、ＵＥのＣＩｏＴ機能をサポートしているＰＬＭＮおよび／またはＴＡ
にアタッチすることをＵＥに行わせ得る原因値（cause value）を登録拒否メッセージ中
に含めることによるソリューションを提供する。例えば、第１の原因値は、別のＰＬＭＮ
を選択することをＵＥに行わせるために、登録拒否メッセージ中に含まれ得る。代替的に
、第２の原因値は、同じＰＬＭＮ中の別のＴＡを選択することをＵＥに行わせるために、
登録拒否メッセージに含まれ得る。登録拒否メッセージにおいて原因値を提供することで
、下位互換性問題が矮小化され得、ＣＩｏＴネットワークに対する開発努力が削減され得
、未定義のＵＥ挙動が低減され得、失敗に終わった登録試行を再び試みるために費やされ
る時間および登録要求を受け入れることができるネットワークをサーチする時間が減らさ
れ得る。
【００１２】
　[0012]本開示の態様では、ワイヤレス通信のための方法、コンピュータ読取可能な媒体
、および装置が提供される。装置は、要求される機能を含む登録要求をＵＥから受信し得
る。一態様では、要求される機能は、ＣＩｏＴ最適化機能を含み得る。特定の他の態様で
は、ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求されるＥＰＳ最適化を含み得る。特定の他
の態様では、装置は、要求される機能に基づいて、登録要求を拒否すると決定し得る。特
定の他の態様では、装置は、複数の原因値から、ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める
１つの原因値を選択し得る。特定の他の態様では、複数の原因値は、少なくとも、第１の
原因値および第２の原因値を含み得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、原因値番
号を含み得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメントを
含む。特定の他の態様では、原因値番号は、原因値＃１５であり得る。特定の他の態様で
は、第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し得る。特定の他
の態様では、第２の原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを示
し得る。特定の他の態様では、装置は、登録拒否メッセージをＵＥに送り得る。
【００１３】
　[0013]特定の他のインプリメンテーションでは、装置は、要求される機能を含む登録要
求をコアネットワークエンティティに送信し得る。特定の態様では、要求される機能は、
ＣＩｏＴ最適化機能を含み得る。特定の他の態様では、ＣＩｏＴ最適化機能は、要求され
るＥＰＳ最適化を含み得る。特定の他の態様では、装置は、原因値を含む登録拒否メッセ
ージを受信し得る。特定の他の態様では、原因値は、第１の原因値または第２の原因値の
うちの１つを含み得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、原因値番号を含み得る。
特定の他の態様では、第２の原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメントを含む。特定の他
の態様では、原因値番号は、原因値＃１５であり得る。特定の他の態様では、第１の原因
値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し得る。特定の他の態様では、第
２の原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを示し得る。特定の
他の態様では、装置は、原因値に基づいて、現在のＰＬＭＮの別の追跡エリアをサーチす
るかどうかを決定し得る。
【００１４】
　[0014]前述した目的および関連する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、
以下で十分に説明されかつ特許請求の範囲において特に指摘される特徴を備える。以下の
説明および添付の図面は、１つまたは複数の態様の実例となる特定の特徴を詳細に示す。
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しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が用いられ得る様々な方法のうちのほ
んの一部を示しており、この説明は、すべてのこのような態様およびそれらの同等物を含
むように意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]図１は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワークの例を例示
する図である。
【図２Ａ】[0016]図２Ａは、ＬＴＥのＤＬフレーム構造の例を例示する図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ＬＴＥのＤＬフレーム構造内のＤＬチャネルの例を例示する図であ
る。
【図２Ｃ】図２Ｃは、ＬＴＥのＵＬフレーム構造の例を例示する図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、ＬＴＥのＵＬフレーム構造内のＵＬチャネルの例を例示する図であ
る。
【図３】[0017]図３は、アクセスネットワークにおける発展型ノードＢ（ｅＮＢ）および
ＵＥの例を例示する図である。
【図４】[0018]図４は、ワイヤレス通信システムにおいてデバイスおよびネットワークに
よってサポートされている機能間の非互換性を処理する例を例示する図である。
【図５】[0019]図５は、ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図６】[0020]図６は、例示的な装置内の種々の手段／構成要素間のデータフローを例示
する概念的なデータフロー図である。
【図７】[0021]図７は、処理システムを用いる装置についてのハードウェアインプリメン
テーションの例を例示する図である。
【図８】[0022]図８は、ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図９】[0023]図９は、例示的な装置内の種々の手段／構成要素間のデータフローを例示
する概念的なデータフロー図である。
【図１０】[0024]図１０は、処理システムを用いる装置についてのハードウェアインプリ
メンテーションの例を例示する図である。
【詳細な説明】
【００１６】
　[0025]添付の図面に関連して以下に示される詳細な説明は、様々な構成の説明として意
図されるものであり、本明細書で説明されるコンセプトが実施され得る唯一の構成を表す
ように意図されるものではない。詳細な説明は、様々なコンセプトの完全な理解を提供す
るために具体的な詳細を含む。しかしながら、これらのコンセプトがこれらの具体的な詳
細なしに実施され得ることは、当業者に明らかになるであろう。いくつかの事例では、そ
のような概念を曖昧にしないために、周知の構造および構成要素はブロック図の形式で示
される。
【００１７】
　[0026]電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置および方法を参照してこれよ
り提示されるであろう。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明で説明され、様々
なブロック、構成要素、回路、プロセス、アルゴリズム、等（総称して「エレメント」と
呼ばれる）によって添付の図面に例示される。これらのエレメントは、電子ハードウェア
、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用してインプリメントさ
れ得る。そのようなエレメントがハードウェアとしてインプリメントされるかソフトウェ
アとしてインプリメントされるかは、特定の用途およびシステム全体に課される設計制約
に依存する。
【００１８】
　[0027]例として、１つのエレメント、または１つのエレメントの任意の部分、または複
数のエレメントの任意の組合せは、１つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」
としてインプリメントされ得る。プロセッサの例には、マイクロプロセッサ、マイクロコ
ントローラ、グラフィックスプロセッシングユニット（ＧＰＵ）、中央処理装置（ＣＰＵ
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）、アプリケーションプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、ＲＩＳＣ（
reduced instruction set computing）プロセッサ、システムオンチップ（ＳｏＣ）、ベ
ースバンドプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラ
マブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲートロジック、ディスクリートハー
ドウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能性を実行するように構
成された他の適切なハードウェアが含まれる。処理システム中の１つまたは複数のプロセ
ッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミ
ドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれても、それ以外の名称で呼
ばれても、命令、命令のセット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログ
ラム、サブプログラム、ソフトウェア構成要素、アプリケーション、ソフトウェアアプリ
ケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行フ
ァイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味すると広く解釈されるものとする
。
【００１９】
　[0028]したがって、１つまたは複数の例となる実施形態では、説明される機能は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、またはこれらの任意の組合せでインプリメントされ得る。ソフ
トウェアでインプリメントされる場合、これらの機能は、コンピュータ読取可能な媒体上
に１つまたは複数の命令またはコードとして記憶または符号化され得る。コンピュータ読
取可能な媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセ
ス可能な任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュ
ータ読取可能な媒体は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）
、電気的に消去可能なプログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、光ディスク
記憶装置、磁気ディスク記憶装置、他の磁気記憶デバイス、前述した種類のコンピュータ
読取可能な媒体の組合せ、またはコンピュータによってアクセス可能な命令またはデータ
構造の形式でコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用されることができる任意
の他の媒体を備えることができる。
【００２０】
　[0029]図１は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワーク１００の例を例示
する図である。（ワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）とも呼ばれる）ワイヤレス通
信システムは、基地局１０２と、ＵＥ１０４と、進化したパケットコア（ＥＰＣ）１６０
とを含む。基地局１０２は、マクロセル（高電力セルラ基地局）および／またはスモール
セル（低電力セルラ基地局）を含み得る。マクロセルは、基地局を含む。スモールセルは
、フェムトセル、ピコセル、およびマイクロセルを含む。
【００２１】
　[0030]（総称してＥ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Mobile Telecommunications Sy
stem (UMTS) Terrestrial Radio Access Network）と呼ばれる）基地局１０２は、バック
ホールリンク１３２（例えば、Ｓ１インターフェース）を通してＥＰＣ１６０とインター
フェース接続する。他の機能に加えて、基地局１０２は、次の機能のうちの１つまたは複
数を実行し得る：ユーザデータの転送、無線チャネルの暗号化および解読、完全性保護（
integrity protection）、ヘッダ圧縮、モビリティ制御機能（例えば、ハンドオーバ、デ
ュアル接続性）、セル間干渉調整、接続セットアップおよびリリース、負荷バランシング
、ＮＡＳメッセージのための分配、ＮＡＳノード選択、同期、無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）共有、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）
、加入者および機器トレース（subscriber and equipment trace）、ＲＡＮ情報管理（Ｒ
ＩＭ）、ページング、ポジショニング、および警告メッセージの配信。基地局１０２は、
バックホールリンク１３４（例えば、Ｘ２インターフェース）上で互いに直接的にまたは
間接的に（例えば、ＥＰＣ１６０を通して）通信し得る。バックホールリンク１３４は、
ワイヤードまたはワイヤレスであり得る。
【００２２】
　[0031]基地局１０２は、ＵＥ１０４とワイヤレスに通信し得る。基地局１０２の各々は
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、それぞれの地理的なカバレッジエリア１１０に通信カバレッジを提供し得る。地理的な
カバレッジエリア１１０は重なっているであろう。例えば、スモールセル１０２’は、１
つまたは複数のマクロ基地局１０２のカバレッジエリア１１０と重なるカバレッジエリア
１１０’を有し得る。スモールセルおよびマクロセルの両方を含むネットワークは、異種
ネットワークとして知られているであろう。異種ネットワークはまた、ホーム発展型ノー
ドＢ（ｅＮＢ）（ＨｅＮＢ）を含み得、それらは、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）
として知られている制限されたグループにサービスを提供し得る。基地局１０２とＵＥ１
０４との間の通信リンク１２０は、ＵＥ１０４から基地局１０２への（逆方向リンクとも
呼ばれる）アップリンク（ＵＬ）送信、および／または、基地局１０２からＵＥ１０４へ
の（順方向リンクとも呼ばれる）ダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。通信リンク１２
０は、空間多重化、ビームフォーミング、および／または送信ダイバーシティを含む、多
入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用し得る。通信リンクは、１つまたは複数のキ
ャリアを通り得る。基地局１０２／ＵＥ１０４は、各方向への送信のために使用される最
大で合計Ｙｘ ＭＨｚ（ｘ個のコンポーネントキャリア）のキャリアアグリゲーションに
おいて割り当てられる、１キャリアあたり最大でＹ ＭＨｚ（例えば、５、１０、１５、
２０、１００ＭＨｚ）の帯域幅のスペクトルを使用し得る。キャリアは、互いに隣接して
いる場合もしていない場合もある。キャリアの割振りは、ＤＬおよびＵＬに対して非対称
であり得る（例えば、ＵＬの場合より多いまたは少ないキャリアがＤＬに割り振られ得る
）。コンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリアおよび１つまたは複
数のセカンダリコンポーネントキャリアを含み得る。プライマリコンポーネントキャリア
は、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）と呼ばれ得、セカンダリコンポーネントキャリアは、
セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）と呼ばれ得る。
【００２３】
　[0032]特定のＵＥ１０４は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンク１９２を
使用して互いに通信し得る。Ｄ２Ｄ通信リンク１９２は、ＤＬ／ＵＬ ＷＷＡＮスペクト
ルを使用し得る。Ｄ２Ｄ通信リンク１９２は、物理サイドリンクブロードキャストチャネ
ル（ＰＳＢＣＨ）、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ）、物理サイドリンク共
有チャネル（ＰＳＳＣＨ）、および物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ）のよう
な１つまたは複数のサイドリンクチャネルを使用し得る。Ｄ２Ｄ通信は、例えば、Ｆｌａ
ｓｈＬｉｎＱ、ＷｉＭｅｄｉａ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１規格に基づいたＷｉ－Ｆｉ、ＬＴＥ、またはＮＲのような様々なワイヤ
レスＤ２Ｄ通信システムを通り得る。
【００２４】
　[0033]ワイヤレス通信システムは、５ＧＨｚアンライセンス周波数スペクトルにおける
通信リンク１５４を介してＷｉ－Ｆｉ局（ＳＴＡ）１５２と通信するＷｉ－Ｆｉアクセス
ポイント（ＡＰ）１５０をさらに含み得る。アンライセンス周波数スペクトルで通信する
とき、ＳＴＡ１５２／ＡＰ１５０は、チャネルが利用可能であるかどうか決定するために
、通信するより前にクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行し得る。
【００２５】
　[0034]スモールセル１０２’は、ライセンスおよび／またはアンライセンス周波数スペ
クトルで動作し得る。アンライセンス周波数スペクトルで動作するとき、スモールセル１
０２’は、ＮＲを用い、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ１５０によって使用されるものと同じ５ＧＨｚ
アンライセンス周波数スペクトルを使用し得る。アンライセンス周波数スペクトルでＮＲ
を用いるスモールセル１０２’は、アクセスネットワークに対するカバレッジを強化（bo
ost）し得る、および／または、アクセスネットワークの容量を増加させ得る。
【００２６】
　[0035]ｇノードＢ（ｇＮＢ）１８０は、ＵＥ１０４との通信の際に、ミリ波（ｍｍＷ）
周波数および／またはニア（near）ｍｍＷ周波数で動作し得る。ｇＮＢ１８０が、ｍｍＷ
またはニアｍｍＷ周波数で動作するとき、ｇＮＢ１８０は、ｍｍＷ基地局と呼ばれ得る。
極高周波（ＥＨＦ：extremely high frequency）は、電磁スペクトルにおけるＲＦの一部
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である。ＥＨＦは、３０ＧＨｚ～３００ＧＨｚの範囲および１ミリメートル～１０ミリメ
ートルの波長を有する。その帯域における電波（radio wave）は、ミリメートル波と呼ば
れ得る。ニアｍｍＷは、１００ミリメートルの波長をもつ３ＧＨｚの周波数まで下方に広
がり得る。超高周波（ＳＨＦ：super high frequency）帯域は、３ＧＨｚから３０ＧＨｚ
まで広がり、センチメートル波とも呼ばれる。ｍｍＷ／ニアｍｍＷ無線周波数帯域を使用
する通信は、極めて高いパスロスとショートレンジ（short range）を有する。ｍｍＷ基
地局１８０は、これらの極めて高いパスロスおよびショートレンジを補償するために、Ｕ
Ｅ１０４とビームフォーミング１８４を利用し得る。
【００２７】
　[0036]ＥＰＣ１６０は、ＭＭＥ１６２、他のＭＭＥ１６４、サービングゲートウェイ１
６６、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）ゲートウェ
イ１６８、ブロードキャストマルチキャストサービスセンタ（ＢＭ－ＳＣ）１７０、およ
びＰＤＮゲートウェイ１７２を含み得る。ＭＭＥ１６２は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ
）１７４と通信し得る。ＭＭＥ１６２は、ＵＥ１０４とＥＰＣ１６０の間のシグナリング
を処理する制御ノードである。一般に、ＭＭＥ１６２は、ベアラおよび接続管理を提供す
る。すべてのユーザインターネットプロトコル（ＩＰ）パケットは、サービングゲートウ
ェイ１６６を通して転送され、このサービングゲートウェイ１６６はそれ自体がＰＤＮゲ
ートウェイ１７２に接続されている。ＰＤＮゲートウェイ１７２は、ＵＥ ＩＰアドレス
割振りに加え、他の機能も提供する。ＰＤＮゲートウェイ１７２およびＢＭ－ＳＣ１７０
は、ＩＰサービス１７６に接続されている。ＩＰサービス１７６は、インターネット、イ
ントラネット、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、ＰＳストリーミングサービ
ス、および／または他のＩＰサービスを含み得る。ＢＭ－ＳＣ１７０は、ＭＢＭＳユーザ
サービスプロビジョニングおよび配信のための機能を提供し得る。ＢＭ－ＳＣ１７０は、
コンテンツプロバイダＭＢＭＳ送信のためのエントリポイントとしての役割を果たし得、
地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）内でＭＢＭＳベアラサービスを認可および
開始するために使用され得、ＭＢＭＳ送信をスケジューリングするために使用され得る。
ＭＢＭＳゲートウェイ１６８は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャスト
ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）エリアに属している基地局１０
２にＭＢＭＳトラフィックを分配するために使用され得、セッション管理（開始／停止）
とｅＭＢＭＳ関連の課金情報の収集とを担い得る。
【００２８】
　[0037]基地局は、ｇＮＢ、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、アクセスポイント、
トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービス
セット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、または何らかの他の適切な専門用語
でも呼ばれ得る。基地局１０２は、ＵＥ１０４に、ＥＰＣ１６０へのアクセスポイントを
提供する。ＵＥ１０４の例には、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコ
ル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無線機、全地球測位シ
ステム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ（例え
ば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、タブレット、スマートデバイス、ウェアラブ
ルデバイス、ビークル、電気計器、ガスポンプ、トースタ、または任意の他の同様に機能
するデバイスが含まれる。ＵＥ１０４のうちのいくつかは、ＩｏＴデバイス（例えば、パ
ーキングメータ、ガスポンプ、トースタ、ビークル、等）と呼ばれ得る。ＵＥ１０４は、
局、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、
遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔
デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末
、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何
らかの他の適切な用語でも呼ばれ得る。
【００２９】
　[0038]図１を再度参照すると、特定の態様では、ＵＥ１０４またはネットワーク（例え
ば、ＭＭＥ１６２）は、ＣＩｏＴ機能の非互換性による登録拒否を管理する（１９８）よ
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うに構成され得る。１９８において実行される動作の詳細は、図４～１２を参照して以下
にさらに説明されるであろう。
【００３０】
　[0039]図２Ａは、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を例示する図２００である。図
２Ｂは、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造内のチャネルの例を例示する図２３０である。
図２Ｃは、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を例示する図２５０である。図２Ｄは、
ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造内のチャネルの例を例示する図２８０である。他のワイ
ヤレス通信技術は、異なるフレーム構造および／または異なるチャネルを有し得る。ＬＴ
Ｅでは、１フレーム（１０ｍｓ）が、１０個の等しいサイズのサブフレームに分割され得
る。各サブフレームは、２つの連続したタイムスロットを含み得る。１つのリソースグリ
ッドは、２つの時間スロットを表すために使用され得、各時間スロットは、（物理リソー
スブロック（ＲＢ）（ＰＲＢ）とも呼ばれる）１つまたは複数の時間的に並行の（time c
oncurrent）ＲＢを含む。リソースグリッドは、複数のリソースエレメント（ＲＥ）に分
割される。ＬＴＥでは、通常のサイクリックプレフィックスの場合、ＲＢは、周波数ドメ
インに１２個の連続したサブキャリアと時間ドメインに７つの連続したシンボル（ＤＬで
はＯＦＤＭシンボル、ＵＬではＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）の合計８４個のＲＥを含む。拡
張サイクリックプレフィックスの場合、１つのＲＢは、周波数ドメインに１２個の連続し
たサブキャリアと時間ドメインに６個の連続したシンボルの合計７２個のＲＥを含む。各
ＲＥによって搬送されるビット数は、変調スキームに依存する。
【００３１】
　[0040]図２Ａに例示されるように、ＲＥのうちのいくつかは、ＵＥでのチャネル推定の
ためにＤＬ基準（パイロット）信号（ＤＬ－ＲＳ）を搬送する。ＤＬ－ＲＳは、（共通Ｒ
Ｓとも呼ばれることがある）セル固有基準信号（ＣＲＳ）、ＵＥ固有基準信号（ＵＥ－Ｒ
Ｓ）、およびチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を含み得る。図２Ａは、（それ
ぞれＲ０、Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３と示される）アンテナポート０、１、２、および３に
ついてのＣＲＳ、（Ｒ５と示される）アンテナポート５についてのＵＥ－ＲＳ、および（
Ｒと示される）アンテナポート１５についてのＣＳＩ－ＲＳを例示する。図２Ｂは、フレ
ームのＤＬサブフレーム内の様々なチャネルの例を例示する。物理制御フォーマットイン
ジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）は、スロット０のシンボル０内にあり、物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が１つのシンボルを占有するか、２つのシンボルを占有
するか、３つのシンボルを占有するかを示す制御フォーマットインジケータ（ＣＦＩ）を
搬送する（図２Ｂは、３つのシンボルを占有するＰＤＣＣＨを例示する）。ＰＤＣＣＨは
、１つまたは複数の制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）内でダウンリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）を搬送し、各ＣＣＥは、９つのＲＥグループ（ＲＥＧ）を含み、各ＲＥＧは、ＯＦＤ
Ｍシンボル内に４つの連続したＲＥを含む。
ＵＥは、同じくＤＣＩを搬送するＵＥ固有のエンハンストＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）で
構成され得る。ｅＰＤＣＣＨは、２、４、または８個のＲＢのペアを有し得る（図２Ｂは
、２つのＲＢのペアを示し、各サブセットが１つのＲＢのペアを含む）。物理ハイブリッ
ド自動再送要求（ＡＲＱ）（ＨＡＲＱ）インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）もまた、ス
ロット０のシンボル０内にあり、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に基づい
て、ＨＡＲＱ確認応答（ＡＣＫ）／否定確認応答（ＮＡＣＫ）フィードバックを示すＨＡ
ＲＱインジケータ（ＨＩ）を搬送する。プライマリ同期チャネル（ＰＳＣＨ）は、フレー
ムのサブフレーム０および５内のスロット０のシンボル６内にあり、サブフレームタイミ
ングおよび物理レイヤアイデンティティを決定するためにＵＥによって使用されるプライ
マリ同期信号（ＰＳＳ）を搬送する。セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣＨ）は、フレーム
のサブフレーム０および５内のスロット０のシンボル５内にあり、物理レイヤセルアイデ
ンティティグループ番号を決定するためにＵＥによって使用されるセカンダリ同期信号（
ＳＳＳ）を搬送する。物理レイヤアイデンティティおよび物理レイヤセルアイデンティテ
ィグループ番号に基づいて、ＵＥは、物理セル識別子（ＰＣＩ）を決定することができる
。ＰＣＩに基づいて、ＵＥは、前述したＤＬ－ＲＳの位置を決定することができる。物理
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ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）は、フレームのサブフレーム０のスロット１のシ
ンボル０、１、２、３内にあり、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）を搬送する。ＭＩＢは、
システムフレーム番号（ＳＦＮ）、ＰＨＩＣＨ構成、およびＤＬシステム帯域幅における
ＲＢの数を提供する。物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ページングメッ
セージ、システム情報ブロック（ＳＩＢ）のようなＰＢＣＨを通して送信されないブロー
ドキャストシステム情報、およびユーザデータを搬送する。
【００３２】
　[0041]図２Ｃに例示されるように、ＲＥのうちのいくつかは、ｅＮＢでのチャネル推定
のために復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）を搬送する。ＵＥは追加的に、サブフレームの最後
のシンボルにおいてサウンディング基準信号（ＳＲＳ）を送信し得る。ＳＲＳは、コーム
構造（comb structure）を有し得、ＵＥは、複数のコームのうちの１つ上でＳＲＳを送信
し得る。ＳＲＳは、ＵＬ上での周波数依存型スケジューリングを可能にするためのチャネ
ル品質推定のためにｅＮＢによって使用され得る。図２Ｄは、フレームのＵＬサブフレー
ム内の様々なチャネルの例を例示する。物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）は
、ＰＲＡＣＨ構成に基づいて、フレーム内の１つまたは複数のサブフレーム内にあり得る
。ＰＲＡＣＨは、１つのサブフレーム内に６つの連続したＲＢのペアを含み得る。ＰＲＡ
ＣＨは、ＵＥが初期システムアクセスを実行し、ＵＬ同期を達成することを可能にする。
物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、ＵＬシステム帯域幅のエッジに位置し
得る。ＰＵＣＣＨは、スケジューリング要求、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プ
リコーディングマトリックスインジケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ）、お
よびＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのようなアップリンク制御情報（ＵＣＩ
）を搬送する。ＰＵＳＣＨは、データを搬送し、追加的に、バッファステータス報告（Ｂ
ＳＲ）、電力ヘッドルーム報告（ＰＨＲ）、および／またはＵＣＩを搬送するために使用
され得る。
【００３３】
　[0042]図３は、アクセスネットワークにおいて、ＵＥ３５０と通信するｅＮＢ３１０の
ブロック図である。ＤＬでは、ＥＰＣ１６０からのＩＰパケットは、コントローラ／プロ
セッサ３７５に提供され得る。コントローラ／プロセッサ３７５は、レイヤ３およびレイ
ヤ２の機能性（functionality）をインプリメントする。レイヤ３は、無線リソース制御
（ＲＲＣ）レイヤを含み、レイヤ２は、パケットデータコンバージェンスプロトコル（Ｐ
ＤＣＰ）レイヤ、無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤ、および媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
レイヤを含む。コントローラ／プロセッサ３７５は、次のものを提供する：システム情報
（例えば、ＭＩＢ、ＳＩＢ(ＳＩＢs)）のブロードキャスト、ＲＲＣ接続制御（例えば、
ＲＲＣ接続ページング、ＲＲＣ接続確立、ＲＲＣ接続修正、およびＲＲＣ接続リリース）
、インター無線アクセス技術（ＲＡＴ）モビリティ、およびＵＥ測定報告のための測定構
成、と関連するＲＲＣレイヤの機能性；
ヘッダ圧縮／解凍、セキュリティ（暗号化、解読、完全性保護、完全性検証）、およびハ
ンドオーバサポート機能、と関連するＰＤＣＰレイヤの機能性；
上位レイヤパケットデータユニット（ＰＤＵ）の転送、ＡＲＱによる誤り訂正、ＲＬＣサ
ービスデータユニット（ＳＤＵ）の連結（concatenation）とセグメンテーションとリア
センブリ、ＲＬＣデータＰＤＵの再セグメンテーション、およびＲＬＣデータＰＤＵの並
び替え、と関連するＲＬＣレイヤの機能性；
ならびに、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピング、トランスポート
ブロック（ＴＢ）上へのＭＡＣ ＳＤＵの多重化、ＴＢからのＭＡＣ ＳＤＵの逆多重化、
スケジューリング情報報告、ＨＡＲＱによる誤り訂正、優先処理、および論理チャネルの
優先順位付け、と関連するＭＡＣレイヤの機能性。
【００３４】
　[0043]送信（ＴＸ）プロセッサ３１６および受信（ＲＸ）プロセッサ３７０は、様々な
信号処理機能と関連するレイヤ１の機能性をインプリメントする。物理（ＰＨＹ）レイヤ
を含むレイヤ１は、トランスポートチャネル上での誤り検出、トランスポートチャネルの
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前方誤り訂正（ＦＥＣ）コーディング／復号、インタリーブ、レートマッチング、物理チ
ャネル上へのマッピング、物理チャネルの変調／復調、およびＭＩＭＯアンテナ処理を含
み得る。ＴＸプロセッサ３１６は、様々な変調スキーム（例えば、二相位相シフトキーイ
ング（ＢＰＳＫ）、直交位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ値位相シフトキーイング
（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ－ＱＡＭ(M-quadrature amplitude modulation））に基づいて信号コ
ンステレーションへのマッピングをハンドリングする。コーディングおよび変調されたシ
ンボルは、その後、並列ストリームに分けられ得る。その後、各ストリームは、ＯＦＤＭ
サブキャリアにマッピングされ、時間ドメインおよび／または周波数ドメインにおいて基
準信号（例えば、パイロット）と多重化され、次に、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を
使用して組み合わせられて（combined）、時間ドメインＯＦＤＭシンボルストリームを搬
送する物理チャネルが生成され得る。このＯＦＤＭストリームは、空間的にプリコーディ
ングされて、多数の空間ストリームが生成される。チャネル推定器３７４からのチャネル
推定値は、コーディングおよび変調スキームを決定するため、および、空間処理のために
使用され得る。チャネル推定値は、ＵＥ３５０によって送信されたチャネル条件フィード
バックおよび／または基準信号から導出され得る。その後、各空間ストリームは、別個の
送信機３１８ＴＸを介して異なるアンテナ３２０に提供され得る。各送信機３１８ＴＸは
、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調し得る。
【００３５】
　[0044]ＵＥ３５０において、各受信機３５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ３５２
を通して信号を受信する。各受信機３５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、この情報を受信（ＲＸ）プロセッサ３５６に提供する。ＴＸプロセッサ３６８およ
びＲＸプロセッサ３５６は、様々な信号処理機能と関連するレイヤ１の機能性をインプリ
メントする。ＲＸプロセッサ３５６は、ＵＥ３５０に宛てられている任意の空間ストリー
ムを復元するために、この情報に対して空間処理を実行し得る。多数の空間ストリームが
ＵＥ３５０に宛てられている場合、それらは、ＲＸプロセッサ３５６によって、単一のＯ
ＦＤＭシンボルストリームへと組み合わせられ得る。その後、ＲＸプロセッサ３５６は、
高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して、ＯＦＤＭシンボルストリームを時間ドメインか
ら周波数ドメインに変換する。周波数ドメインの信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリアご
とに別個のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボル、および
基準信号は、ｅＮＢ３１０によって送信された最も可能性の高い信号コンステレーション
ポイントを決定することによって復元および復調される。これらの軟判定は、チャネル推
定器３５８によって計算されたチャネル推定値に基づき得る。その後、軟判定は、物理チ
ャネル上でｅＮＢ３１０によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するため
に、復号およびデインタリーブされる。その後、データおよび制御信号は、レイヤ３およ
びレイヤ２の機能性をインプリメントするコントローラ／プロセッサ３５９に提供される
。
【００３６】
　[0045]コントローラ／プロセッサ３５９は、プログラムコードおよびデータを記憶する
メモリ３６０に関連付けられることができる。メモリ３６０は、コンピュータ読取可能な
媒体とも呼ばれ得る。ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ３５９は、トランスポートチ
ャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケットリアセンブリ、解読、ヘッダ解凍、お
よび制御信号処理を提供して、ＥＰＣ１６０からのＩＰパケットを復元する。コントロー
ラ／プロセッサ３５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために、ＡＣＫおよび／また
はＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００３７】
　[0046]ｅＮＢ３１０によるＤＬ送信に関連して説明された機能性と同様に、コントロー
ラ／プロセッサ３５９は、次のものを提供する：システム情報（例えば、ＭＩＢ、ＳＩＢ
）取得、ＲＲＣ接続、および測定報告、と関連するＲＲＣレイヤの機能性；ヘッダ圧縮／
解凍およびセキュリティ（暗号化、解読、完全性保護、完全性検証）、と関連するＰＤＣ
Ｐレイヤの機能性；上位レイヤＰＤＵの転送、ＡＲＱによる誤り訂正、ＲＬＣ ＳＤＵの
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連結とセグメンテーションとリアセンブリ、ＲＬＣデータＰＤＵの再セグメンテーション
、およびＲＬＣデータＰＤＵの並び替え、と関連するＲＬＣレイヤの機能性；ならびに、
論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピング、ＴＢ上へのＭＡＣ ＳＤＵ
の多重化、ＴＢからのＭＡＣ ＳＤＵの逆多重化、スケジューリング情報報告、ＨＡＲＱ
による誤り訂正、優先処理、および論理チャネルの優先順位付け、と関連するＭＡＣレイ
ヤの機能性。
【００３８】
　[0047]ｅＮＢ３１０によって送信されたフィードバックまたは基準信号からチャネル推
定器３５８によって導出されるチャネル推定値は、好適なコーディングおよび変調スキー
ムを選択するため、および空間処理を容易にするために、ＴＸプロセッサ３６８によって
使用され得る。ＴＸプロセッサ３６８によって生成された空間ストリームは、別個の送信
機３５４ＴＸを経由して異なるアンテナ３５２に提供され得る。各送信機３５４ＴＸは、
送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調し得る。
【００３９】
　[0048]ＵＬ送信は、ＵＥ３５０における受信機機能に関連して説明されたのと同様の方
法でｅＮＢ３１０において処理される。各受信機３１８ＲＸは、それのそれぞれのアンテ
ナ３２０を通して信号を受信する。各受信機３１８ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された
情報を復元し、この情報をＲＸプロセッサ３７０に提供する。
【００４０】
　[0049]コントローラ／プロセッサ３７５は、プログラムコードおよびデータを記憶する
メモリ３７６に関連付けられることができる。メモリ３７６は、コンピュータ読取可能な
媒体とも呼ばれ得る。ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ３７５は、ＵＥ３５０からの
ＩＰパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重
化、パケットリアセンブリ、解読、ヘッダ解凍、制御信号処理を提供する。コントローラ
／プロセッサ３７５からのＩＰパケットは、ＥＰＣ１６０に提供され得る。コントローラ
／プロセッサ３７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために、ＡＣＫおよび／または
ＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００４１】
　[0050]ＣＩｏＴは、上位レイヤ（例えば、ＮＡＳレイヤ）において特定のＣＩｏＴ機能
を提供し得るワイヤレス通信技術の一種である。ＣＩｏＴ機能の非包括的なリストには、
制御プレーン上でのデータ転送（例えば、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化）、データがユーザプレ
ーン上で送られるときの動作の停止モード／再開モード（例えば、ＵＰ ＣＩｏＴ最適化
）、ＰＤＮ接続性なしでのネットワークアタッチメント（例えば、ＰＤＮ接続なしに登録
されたＥＭＭ）、ならびにＣＳサービスおよびＰＳサービスの両方へのアタッチ（例えば
、コンバインドアタッチ）なしでのＳＭＳに対するサポートが含まれ得る。ＣＳサービス
およびＰＳサービスは互いに独立している可能性があるため、ＣＳサービスおよびＰＳサ
ービスは、ＵＥによっておよび／またはコアネットワークエンティティによって同時にサ
ポートされている場合もされていない場合もある。特定の構成では、ＣＳサービスおよび
ＰＳサービスを管理するコアネットワークエンティティは、ＭＭＥであり得る。
【００４２】
　[0051]ＵＥが、ネットワークに登録しようとおよびＣＩｏＴ機能のうちの１つまたは複
数を使用しようと試みるとき、ＵＥは、ＵＥがＣＩｏＴ機能のうちのどれを使用しようと
しているかを（例えば、コアネットワークエンティティに送られる）登録要求において示
し得る。本明細書で使用される場合、「登録」は、アタッチプロシージャまたはＴＡ更新
プロシージャを意味し得る。本明細書で使用される場合、「登録要求」および／または「
登録拒否メッセージ」は、アタッチ要求メッセージ、アタッチ拒否メッセージ、追跡エリ
ア更新（ＴＡＵ）要求メッセージ、および／またはＴＡＵ拒否メッセージを送ることを意
味し得る。本明細書で使用される場合、「原因値（cause value）」は、原因情報エレメ
ント（ＩＥ）を意味し得る。
【００４３】
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　[0052]ＵＥによって（例えば、コアネットワークエンティティに）送られる登録要求は
、ＵＥが、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチプロシージャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化、および
ＵＰ ＣＩｏＴ最適化をサポートすることを示し得る。加えて、登録要求は、ＵＥがＣＰ 
ＣＩｏＴ最適化を使用したいと望むことを示し得る。一構成では、コアネットワークエン
ティティは、コアネットワークエンティティによるサポートＣＩｏＴ機能およびＵＥと関
連する要求ＣＩｏＴ機能のリストを維持し得る。
【００４４】
　[0053]コアネットワークエンティティは、ＵＥによって要求された（１または複数の）
ＣＩｏＴ機能（例えば、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化）がコアネットワークエンティティによっ
てサポートされているかどうかを決定し得、サポートされている場合、コアネットワーク
エンティティは、登録要求を受け入れ得る。コアネットワークエンティティが、（1つま
たは複数の）要求された機能（例えば、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化）をサポートしていないが
、コアネットワークエンティティがＵＥの要求ＣＩｏＴ機能のうちの１つをサポートして
いる場合、コアネットワークエンティティは、登録要求を受け入れ得る。
【００４５】
　[0054]しかしながら、コアネットワークエンティティが、登録要求において示されるＵ
Ｅの要求ＣＩｏＴ機能（例えば、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化）またはＵＥのサポートＣＩｏＴ
機能（例えば、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチプロシージャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化、お
よびＵＰ ＣＩｏＴ最適化）をいずれもサポートしていない場合、コアネットワークエン
ティティは、ＵＥの登録を拒否する登録拒否メッセージを送り得る。
【００４６】
　[0055]しかしながら、登録拒否メッセージが、登録拒否の理由（例えば、現在のＰＬＭ
Ｎおよび／またはＴＡがＵＥのサポートＣＩｏＴ機能をいずれもサポートしていないこと
）を示さないため、ＵＥは、現在のＰＬＭＮおよび／またはＴＡにアタッチしようと試み
続け得、これは、ＵＥがネットワークにアタッチするのに必要とされる時間を増加させ得
る。
【００４７】
　[0056]特定のシナリオでは、ＣＩｏＴ機能の非互換性は、ネットワークによって検出さ
れないであろう。例えば、ＣＩｏＴ機能の非互換性は、（１）ＵＥがコンバインドアタッ
チ（combined attach）なしでのＳＭＳを要求し、かつ、ネットワークがコンバインドア
タッチなしでのＳＭＳをサポートしていないときおよび（２）ＵＥがＷＢ－Ｓ１モードで
動作し、Ｓ１－Ｕデータ転送しかサポートしておらず、かつ、ネットワークがＳ１－Ｕデ
ータ転送をサポートしていないとき、ネットワークによってＳＩＢインジケーションに基
づいて検出され得る。さらに、ＣＩｏＴ最適化のためのネットワークサポートについての
ＳＩＢインジケーションは、コアネットワーク能力が無線ネットワークにおいてアドバタ
イズされる希なケースを表す。ＳＩＢインジケーションは、無線ネットワークおよびコア
ネットワークにわたってＣＩｏＴ機能の調整された展開を必要とし得る。したがって、ネ
ットワークとＵＥとの間のＣＩｏＴ機能の非互換性による登録要求を拒否する必要性は、
ＳＩＢインジケーションがネットワークによって提供されるシナリオにおいて対処される
必要があり得る。
【００４８】
　[0057]本開示は、登録拒否メッセージに原因値を含めることによる、上述した問題に対
するソリューションを提供する。原因値は、ＵＥのＣＩｏＴ機能をサポートするＰＬＭＮ
および／またはＴＡにアタッチすることをＵＥに行わせ得る。
【００４９】
　[0058]一構成では、登録要求に含まれているＵＥの要求ＣＩｏＴ機能およびＵＥのサポ
ートＣＩｏＴ機能と関連する情報は、好ましいネットワーク挙動をコアネットワークエン
ティティに示し得る。登録要求に含まれている好ましいネットワーク挙動（例えば、登録
要求に含まれているＵＥのサポートＣＩｏＴ機能）がコアネットワークエンティティのサ
ポートＣＩｏＴ機能と互換性がない（例えば、ＵＥは、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化に対するサ
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ポートを示し、コアネットワークエンティティは、ＵＰ ＣＩｏＴ最適化しかサポートし
ていない）場合、コアネットワークエンティティは、好適な原因値（例えば、現在のＰＬ
ＭＮおよび／または現在のＴＡに登録しようと試みることを回避する原因値）を有する登
録拒否メッセージを拒否し得る。
【００５０】
　[0059]例えば、別のＰＬＭＮを選択することをＵＥに行わせるために、第１の原因値が
登録拒否メッセージに含まれ得る。代替的に、同じＰＬＭＮ中の別のＴＡを選択すること
をＵＥに行わせるために、第２の原因値が登録拒否メッセージに含まれ得る。
【００５１】
　[0060]登録拒否メッセージ中に原因値を提供することで、下位互換性問題（例えば、新
たなＵＥが新たな機能を利用することができ得る一方で、新たな機能を無視することによ
ってレガシ技法を使用することで機能することができるレガシＵＥの能力）が矮小化され
得、ＣＩｏＴネットワークに対する開発努力が削減され得、未定義のＵＥ挙動が低減され
得、失敗に終わった登録試行を再び試みるために費やされる時間および登録要求を受け入
れることができるネットワークをサーチする時間が減らされ得る。
【００５２】
　[0061]図４は、ワイヤレス通信システム４００においてデバイスおよびネットワークに
よってサポートされている機能間の非互換性を処理する例を例示する図である。この例で
は、ワイヤレス通信システム４００は、ＵＥ４０６（例えば、ＵＥ１０４、３５０、４０
６、６５０、装置９０２／９０２’）と、コアネットワークエンティティ４０２（例えば
、ＭＭＥ１６２、コアネットワークエンティティ４０２、９５０、装置６０２／６０２’
、５Ｇ ＮＲネットワークにおけるコアネットワークエンティティ）とを含み得る。
【００５３】
　[0062]４１０において、ＵＥ４０６は、ＣＩｏＴ機能についての要求を含む登録要求を
コアネットワークエンティティ４０２に送り得る。例えば、登録要求において示され得る
ＣＩｏＴ最適化機能は、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチプロシージャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最
適化、ＵＰ ＣＩｏＴ最適化、コンバインドアタッチなしでのＳＭＳ、および／またはＳ
１－Ｕデータ転送に対するサポートを含む。
【００５４】
　[0063]４１２において、コアネットワークエンティティ４０２は、ＵＥ４０６からの登
録要求を拒否すると決定し得る。一構成では、コアネットワークエンティティ４０２は、
ＵＥの要求ＣＩｏＴ機能とコアネットワークエンティティ４０２のサポートＣＩｏＴ機能
との間に互換性があるかどうかを決定し得る。ＵＥ４０６とコアネットワークエンティテ
ィ４０２との間にＣＩｏＴ機能の互換性がない場合、コアネットワークエンティティ４０
２は、登録要求を拒否すると決定し得る。
【００５５】
　[0064]特定のシナリオでは、コアネットワークエンティティ４０２は、どのＣＩｏＴ機
能がコアネットワークエンティティ４０２によってサポートされているかをＳＩＢ（例え
ば、周りのＵＥにブロードキャストまたは送信されるＳＩＢインジケーション）において
１つまたは複数のＵＥに示し得る。特定のシナリオでは、コアネットワークエンティティ
４０２とＵＥ４０６との間のＣＩｏＴ機能の非互換性は、ＳＩＢインジケーションに基づ
いて検出されない可能性がある。ＣＩｏＴ機能の非互換性が検出されない可能性があるシ
ナリオには、（１）ネットワークがＵＥによって要求されるコンバインドアタッチなしで
のＳＭＳをサポートしていないときおよび（２）ネットワークがＳ１－Ｕデータ転送をサ
ポートしておらず、かつ、ＵＥがＷＢ－Ｓ１モードで動作し、Ｓ１－Ｕデータ転送しかサ
ポートしていないときが含まれる。
【００５６】
　[0065]さらに、サポートＣＩｏＴ機能を示すＳＩＢインジケーションは、無線ネットワ
ーク能力がネットワークにおいてアドバタイズされるケースを表し得る。ＳＩＢインジケ
ーションは、無線ネットワークおよびコアネットワークにわたってＣＩｏＴ機能の十分に
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調整された展開を使用し得る。ＳＩＢインジケーションは、無線ネットワークの観点から
絶対不可欠な機能でもさらには必要とされる機能でもないであろう。無線ネットワークは
、ＵＥと無線経由で通信する基地局（例えば、セル）を含み得る。基地局は、ネットワー
クエンティティ（例えば、ＭＭＥ、ＨＳＳ、等）を含み得るコアネットワークに（例えば
、ワイヤライン上で）接続され得る。コアネットワークは、サブスクリプションデータ、
アクセス制御、等を管理し、外部ネットワーク（例えば、インターネット）と通信し得る
。
【００５７】
　[0066]４１６において、コアネットワークエンティティ４０２は、登録拒否メッセージ
に含まれるべき原因値を選択し得る。一構成では、コアネットワークエンティティ４０２
は、どの原因値を登録拒否メッセージ中に含めるかを、（１）ＵＥ４０６が狭帯域（ＮＢ
）Ｓ１（ＮＢ－Ｓ１）モードであるか、広帯域（ＷＢ）Ｓ１（ＷＢ－Ｓ１）モードである
か（例えば、コアネットワークエンティティ４０２は、ＵＥ４０６がＮＢ－Ｓ１モードで
動作するかＷＢ－Ｓ１モードで動作するかを示す情報を無線ネットワークから受信し得る
）、（２）ＵＥ４０６が登録しようと試みるであろう現在のＰＬＭＮの同じエリア内の（
例えば、別の周波数における）別の追跡エリアの利用可能性、等のような、ローカル展開
におけるサポートＣＩｏＴ機能についての知識、および／または（３）コアネットワーク
エンティティ４０２において利用可能な他の情報、のうちの１つまたは複数に基づいて決
定し得る。
【００５８】
　[0067]登録要求および／またはＴＡ更新要求が、ＵＥ４０６によってサポートされるＣ
ＩｏＴ機能（例えば、ＣＩｏＴ ＥＰＳ最適化）とネットワークによってサポートされる
ＣＩｏＴ機能と間の非互換性により拒否される場合、コアネットワークエンティティ４０
２は、ＥＭＭ原因値を、「追跡エリアに適切なセルなし」を示す＃１５に設定し得る。Ｕ
Ｅ４０６が、（例えば、現在のＰＬＭＮの別のＴＡ中の適切なセルをサーチするよりむし
ろ）別のＰＬＭＮをサーチする必要があるとコアネットワークエンティティ４０２が決定
する場合、コアネットワークエンティティ４０２は、「要求されたＥＰＳ最適化はサポー
トされていない」を示す値を有する拡張ＥＭＭ原因ＩＥを含め得る。
【００５９】
　[0068]ＵＥ４０６が、登録を試みるのに値する別のＴＡ（例えば、ＵＥ４０６のサポー
トＣＩｏＴ機能をサポートしているＴＡ）を見つけないであろうことをコアネットワーク
エンティティ４０２が決定する場合、コアネットワークエンティティ４０２は、別のネッ
トワーク（例えば、別のＰＬＭＮ）を選択することをＵＥ４０６に行わせる原因値を登録
拒否メッセージ中に含め得る。別のＰＬＭＮを選択することをＵＥ４０６に行わせるため
に、第１の構成では、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された
拡張ＥＭＭ原因ＩＥをもつ原因値＃１５（例えば、新たな値）が、コアネットワークエン
ティティ４０２によって登録拒否メッセージに含まれ得る。別のＰＬＭＮを選択すること
をＵＥ４０６に行わせるために、第２の構成では、「要求されたＥＰＳ最適化はサポート
されていない」を示す新たな原因値（例えば、新たな原因値＃ｘｙ）がコアネットワーク
エンティティ４０２によって選択され、登録拒否メッセージに含まれ得る。
【００６０】
　[0069]第１の構成と関連する１つの利点は、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされ
ていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有する原因値＃１５がレガシＵＥと下位互
換性（backward compatible）を有することであり得る。すなわち、レガシＵＥは、「要
求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因ＩＥにおけ
る新たな値を無視し、原因値＃１５に対応するレガシ挙動を使用し得る。第２の構成と関
連する１つの利点は、新たな原因値＃ｘｙが、完全に専用のＵＥ挙動を定義するために使
用され得ることを含み得る。以下に記載の表１は、拡張ＥＭＭ原因ＩＥに関するさらなる
詳細を含む。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
　[0070]上記表１から分かるように、拡張ＥＭＭ原因ＩＥは、具体的な情報をＵＥ４０６
に伝達するために特定のビットが使用されるビットマップを含み得る。特に、拡張ＥＭＭ
原因ＩＥのオクテット１のビット２は、登録拒否メッセージが、ＵＥ４０によって要求さ
れたＣＩＯＴ機能がネットワークによってサポートされていないことによるものかどうか
をＵＥ４０６に示すために使用され得る。ビットが「０」に設定されるとき、拡張ＥＭＭ
原因ＩＥは、拒否の理由に関する具体的な情報を少しも含んでいない。ビットが「１」に
設定されるとき、拒否は、ＵＥ４０６によって要求されたＣＩｏＴ機能がネットワークに
よってサポートされていないことによることによるものである。
【００６３】
　[0071]ＵＥ４０６が、登録を試みるのに値する別のＴＡ（例えば、ＵＥの要求ＣＩｏＴ
機能および／またはサポートＣＩｏＴ機能をサポートしているＴＡ）を見つけ得ることを
コアネットワークエンティティ４０２が決定する場合、コアネットワークエンティティ４
０２は、同じネットワーク（例えば、現在のＰＬＭＮ）中の別のＴＡを選択することをＵ
Ｅ４０６に行わせる原因値を選択し得る。例えば、「要求されたＥＰＳ最適化はサポート
されていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値を有さない原因値＃１５またはこの拒否シ
ナリオ専用の新たな原因値（例えば、新たな原因値＃ｘｙ）が選択され得る。
【００６４】
　[0072]４１８において、コアネットワークエンティティ４０２は、選択された原因値を
含む登録拒否メッセージをＵＥ４０６に送り得る。
【００６５】
　[0073]４２０において、ＵＥ４０６は、登録拒否メッセージに含まれている原因値に基
づいてその挙動を決定し得る。登録拒否メッセージにおいて受信された原因値に依存して
、ＵＥ４０６は、（例えば、原因値＃１５が、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされ
ていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値なしに受信されるとき）別のＴＡをサーチする
か、または（例えば、原因値＃１５が、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされていな
い」に設定された拡張ＥＭＭ原因値とともに受信されるとき）別のＰＬＭＮをサーチし得
る。別の例では、ＵＥ４０６は、既存の原因値（例えば、＃１５）が（オプションの拡張
ＥＭＭ原因値とともに）受信されるときには別のＴＡをサーチし、新たな原因値（例えば
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、＃ｘｙ）が受信されるときには別のＰＬＭＮをサーチし得る。一構成では、ＵＥは、異
なるＴＡにある他の利用可能なセルをサーチおよび／またはスキャンすることで同じＰＬ
ＭＮ中の別のＴＡをサーチし得る（例えば、セルが属しているＴＡは、このセルによって
ブロードキャストされるＳＩＢにおいて示され得る）。
【００６６】
　[0074]別のＴＡをサーチすることをＵＥ４０６に行わせることは、レガシＬＴＥネット
ワークにおいて見られるマルチ周波数展開において有益であり得、ここでは、複数の周波
数レイヤは、異なる周波数上に重複したＴＡを提供するカバレッジが重複する。他方で、
ＮＢ－ＩｏＴは、複数の周波数レイヤにわたって展開されないであろう。結果として、Ｎ
Ｂ－Ｓ１モードで動作しているＵＥ４０６は、別のＴＡにおいて適切なＮＢ－ＩｏＴセル
を見つける可能性が低いであろう。そのため、ＵＥ４０６がＮＢ－ＩｏＴネットワークに
位置しているとき、ＵＥ４０６は、同じＰＬＭＮの別のＴＡ中で適切なセルを探すのに時
間を無駄にするのではなく、新たなＰＬＭＮについてのサーチを実行し得る。
【００６７】
　[0075]代替的に、原因値＃１５とともに含まれている新たな拡張ＥＭＭ原因ＩＥは、Ｕ
Ｅ４０６が新たなＰＬＭＮをサーチすることに帰着し得る。ＵＥ４０６が、ＵＥ４０６の
サポートＣＩｏＴ機能と互換性のある同じＰＬＭＮの別のＴＡ中に適切なセルを見つけな
いであろうとコアネットワークエンティティ４０２が決定するとき、コアネットワークエ
ンティティ４０２は、原因値＃１５を有する新たな拡張ＥＭＭ原因ＩＥをＵＥ４０６に提
供し得る。コアネットワークエンティティ４０２による決定は、ＵＥ４０６のモード（す
なわち、ＮＢ－Ｓ１対ＷＢ－Ｓ１）と、展開（deployment）知識（例えば、ＵＥ４０６が
使用したいと望むＣＩｏＴ機能を有する別のＴＡが同じエリア内の異なる周波数上に存在
するという知識）と、可能性のある他の要因とに基づき得る。すべての他のケースでは、
コアネットワークエンティティ４０２は、拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有さないレガシ原因値＃
１５を提供し得、ＵＥ４０６は、原因値＃１５に関するレガシ挙動（legacy behavior）
に従い得る。
【００６８】
　[0076]特定のインプリメンテーションでは、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされ
ていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有する原因値＃１５を含む登録拒否メッセ
ージが受信されるとき、ＵＥ４０６の挙動は、ＵＥの動作モード（例えば、ＮＢ－Ｓ１モ
ードまたはＷＢ－Ｓ１モード）に基づき得る。例えば、登録拒否メッセージを受信すると
、ＮＢ－Ｓ１モードのＵＥ４０６は、登録拒否メッセージを受信した時点で新たなＰＬＭ
Ｎをサーチし得るのに対して、ＷＢ－Ｓ１モードのＵＥ４０６は、レガシ原因値＃１５に
したがって挙動する（例えば、最初に同じＰＬＭＮの別のＴＡ中で適切なセルをサーチす
る）。
【００６９】
　[0077]特定のインプリメンテーションでは、別のＰＬＭＮをサーチすることを示す原因
値を有する登録拒否メッセージを受信すると（例えば、拡張ＥＭＭ原因値が「要求された
ＥＰＳ最適化はサポートされていない」を示す場合）、ＵＥ４０６は、登録拒否メッセー
ジが受信された現在のＰＬＭＮおよび／または現在のＴＡを、禁止ＰＬＭＮおよび／また
はＴＡのリストに載せ得る。禁止ＰＬＭＮおよび／またはＴＡは、特定の時間期間の間、
後続のサーチにおいてＵＥ４０６によって選択されることはない。禁止ＰＬＭＮおよび／
またはＴＡのリストは、特定の時間期間の後に、または、ＵＥ４０６における電力サイク
リング（power cycling）に応じて、または、ＵＥ４０６における加入者識別モジュール
（ＳＩＭ:Subscriber Identity Module）カードが取り除かれたときに、消去され得る。
禁止リストは、ＵＥ４０６にまたはＵＥ４０６におけるＳＩＭカードに記憶され得る。一
構成では、ＵＥ４０６は、現在のＰＬＭＮ＋ＲＡＴまたはＴＡ＋ＲＡＴという組合せを禁
止リストに載せ得る。ＲＡＴの例には、ＮＢ－ＩｏＴ、ＷＢ－Ｅ－ＵＴＲＡＮ、ＵＴＲＡ
Ｎ、ＧＥＲＡＮ、等が含まれる。
【００７０】
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　[0078]特定の他の構成では、別のＰＬＭＮをサーチすることを示す原因値を有する登録
拒否メッセージを受信すると（例えば、拡張ＥＭＭ原因値が「要求されたＥＰＳ最適化は
サポートされていない」を示す場合）、ＵＥ４０６は、（１）同等のＰＬＭＮのリストを
削除し、アタッチ試行カウンタを予め定められた値（例えば、５の値）に設定し、（２）
新たなＰＬＭＮ選択を実行するために状態「ＥＭＭ－ＤＥＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ．ＰＬＭ
Ｎ－ＳＥＡＲＣＨ」に入り、（３）ＵＥ４０６がオフに切り替えられるまでまたはユニバ
ーサルＳＩＭ（ＵＳＩＭ）含むユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）が取り除かれる
まで、登録拒否メッセージを提供したＰＬＭＮをＰＬＭＮ選択の候補とみなさいであろう
。同等のＰＬＭＮのリストは、ＵＥ４０６がネットワークエンティティ４０２に登録する
とき、ネットワークエンティティ４０２によってＵＥ４０６に送られ得る。同等のＰＬＭ
Ｎは、登録されたＰＬＭＮと「同等である」とＵＥ４０６によってみなされ得、これは、
ＰＬＭＮ選択およびアタッチプロシージャ（例えば、セル再選択より複雑な（involved）
プロセス）を実行する必要なしに、セル再選択および追跡エリア更新プロシージャを介し
てＵＥ４０６が同等のＰＬＭＮ間を移動し得ることを意味する。
【００７１】
　[0079]図４を参照して上述したように、登録拒否メッセージにおいて原因値を提供する
ことで、下位互換性問題が矮小化され得、ＣＩｏＴネットワークに対する開発努力が削減
され得、未定義のＵＥ挙動が低減され得、失敗に終わった登録試行を再び試みるために費
やされる時間および登録要求を受け入れることができるネットワークをサーチする時間が
減らされ得る。
【００７２】
　[0080]図５は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート５００である。方法は、ＵＥ（
例えば、ＵＥ１０４、３５０、４０６、６５０、装置９０２／９０２’）と通信するコア
ネットワークエンティティ（例えば、ＭＭＥ１６２、コアネットワークエンティティ４０
２、９５０、装置６０２／６０２’）によって実行され得る。
【００７３】
　[0081]５０２において、コアネットワークエンティティは、要求される機能を含む登録
要求をＵＥから受信し得る。特定の態様では、要求される機能は、ＣＩｏＴ最適化機能を
含み得る。特定の他の態様では、ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求されるＥＰＳ
最適化を含み得る。特定の他の態様では、コアネットワークエンティティは、ＭＭＥであ
り得る。例えば、図４を参照すると、４１０において、ＵＥ４０６は、ＣＩｏＴ機能につ
いての要求を含む登録要求をコアネットワークエンティティ４０２に送り得る。例えば、
登録要求において示され得るＣＩｏＴ機能は、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチプロシージ
ャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化、ＵＰ ＣＩｏＴ最適化、コンバインドアタッチなしでのＳＭＳ
、および／またはＳ１－Ｕデータ転送に対するサポートを含む。
【００７４】
　[0082]５０４において、コアネットワークエンティティは、要求される機能に基づいて
、登録要求を拒否すると決定し得る。例えば、図４を参照すると、４１２において、コア
ネットワークエンティティ４０２は、ＵＥ４０６からの登録要求を拒否すると決定し得る
。一構成では、コアネットワークエンティティ４０２は、ＵＥの要求ＣＩｏＴ機能とコア
ネットワークエンティティ４０２のサポートＣＩｏＴ機能との間に互換性があるかどうか
を決定し得る。ＵＥ４０６とコアネットワークエンティティ４０２との間にＣＩｏＴ機能
の互換性がない場合、コアネットワークエンティティ４０２は、登録要求を拒否すると決
定し得る。
【００７５】
　[0083]５０６において、ＭＭＥは、複数の原因値から、ＵＥへの登録拒否メッセージ中
に含める１つの原因値を選択し得る。特定の態様では、複数の原因値は、少なくとも、第
１の原因値および第２の原因値を含み得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、原因
値番号を含み得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメン
トを含む。特定の他の態様では、原因値番号は、原因値＃１５であり得る。特定の他の態
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様では、第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し得る。特定
の他の態様では、第２の原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないこと
を示し得る。特定の他の態様では、原因値は、ＵＥがＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ
１モードであるかに基づいて選択され得る。特定の他の態様では、原因値は、ローカル展
開についての知識に基づいて選択され得る。特定の他の態様では、ローカル展開について
の知識は、ローカル展開が、現在のＰＬＭＮの同じエリアにおいて別の周波数に別の追跡
エリアが存在するようなものであるかどうかを含み得る。特定の態様では、第１の原因値
は、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするよう
ＵＥに指示し得、第１の原因値は、現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見
つけようと試みるようＵＥに指示する。特定の他の態様では、第２の原因値は、現在のＰ
ＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エリアをＵＥが見つけないであろうこ
とを示し得、第２の原因値は、異なるＰＬＭＮを見つけようと試みるようＵＥに指示し得
る。
【００７６】
　[0084]特定の他の態様では、原因値番号は、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるの
に値する別の追跡エリアをＵＥが見つけることができるかどうかを示し得る。特定の他の
態様では、原因値番号は、ＣＩｏＴ最適化機能が現在のＰＬＭＮにおいてサポートされて
いないことを示し得る。例えば、図４を参照すると、４１６において、コアネットワーク
エンティティ４０２は、登録拒否メッセージに含まれるべき原因値を選択し得る。一構成
では、コアネットワークエンティティ４０２は、どの原因値を登録拒否メッセージ中に含
めるかを、（１）ＵＥ４０６がＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ１モードであるか（例
えば、コアネットワークエンティティ４０２は、ＵＥ４０６がＮＢ－Ｓ１モードで動作す
るかＷＢ－Ｓ１モードで動作するかを示す情報を無線ネットワークから受信し得る）、（
２）ＵＥ４０６が登録しようと試みるであろう現在のＰＬＭＮの同じエリア内の（例えば
、別の周波数における）別の追跡エリアの利用可能性、等のような、ローカル展開におけ
るサポートＣＩｏＴ機能についての知識、および／または（３）コアネットワークエンテ
ィティ４０２において利用可能な他の情報、のうちの１つまたは複数に基づいて、決定し
得る。登録要求および／またはＴＡ更新要求が、ＵＥ４０６によってサポートされるＣＩ
ｏＴ機能（例えば、ＣＩｏＴ ＥＰＳ最適化）とネットワークによってサポートされるＣ
ＩｏＴ機能と間の非互換性により拒否される場合、コアネットワークエンティティ４０２
は、ＥＭＭ原因値を、「追跡エリアに適切なセルなし」を示す＃１５に設定し得る。ＵＥ
４０６が、（例えば、現在のＰＬＭＮの別のＴＡ中の適切なセルをサーチするよりむしろ
）別のＰＬＭＮをサーチする必要があるとコアネットワークエンティティ４０２が決定す
る場合、コアネットワークエンティティ４０２は、「要求されたＥＰＳ最適化はサポート
されていない」を示す値を有する拡張ＥＭＭ原因ＩＥを含め得る。ＵＥ４０６が、登録を
試みるのに値する別のＴＡ（例えば、ＵＥ４０６のサポートＣＩｏＴ機能をサポートして
いるＴＡ）を見つけないであろうことをコアネットワークエンティティ４０２が決定する
場合、コアネットワークエンティティ４０２は、別のネットワーク（例えば、別のＰＬＭ
Ｎ）を選択することをＵＥ４０６に行わせる原因値を登録拒否メッセージに含め得る。別
のＰＬＭＮを選択することをＵＥ４０６に行わせるために、第１の構成では、「要求され
たＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有する原因
値＃１５（例えば、新たな値）が、コアネットワークエンティティ４０２によって拒否拒
否メッセージに含まれ得る。別のＰＬＭＮを選択することをＵＥ４０６に行わせるために
、第２の構成では、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」を示す新たな原
因値（例えば、新たな原因値＃ｘｙ）がコアネットワークエンティティ４０２によって選
択され、拒否拒否メッセージに含まれ得る。第１の構成と関連する１つの利点は、「要求
されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有する
原因値＃１５がレガシＵＥと下位互換性を有することであり得る。すなわち、レガシＵＥ
は、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因Ｉ
Ｅにおける新たな値を無視し、原因値＃１５に対応するレガシ挙動を使用し得る。第２の
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構成と関連する１つの利点は、新たな原因値＃ｘｙが、完全に専用のＵＥ挙動を定義する
ために使用され得ることを含み得る。ＵＥ４０６が、登録を試みるのに値する別のＴＡ（
例えば、ＵＥの要求ＣＩｏＴ機能および／またはサポートＣＩｏＴ機能をサポートしてい
るＴＡ）を見つけ得ることをコアネットワークエンティティ４０２が決定する場合、コア
ネットワークエンティティ４０２は、同じネットワーク（例えば、現在のＰＬＭＮ）中の
別のＴＡを選択することをＵＥ４０６に行わせる原因値を選択し得る。例えば、「要求さ
れたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値を有さない原
因値＃１５またはこの拒否シナリオ専用の新たな原因値（例えば、新たな原因値＃ｘｙ）
が選択され得る。
【００７７】
　[0085]５０８において、コアネットワークエンティティは、登録拒否メッセージをＵＥ
に送り得る。例えば、図４を参照すると、４１８において、コアネットワークエンティテ
ィ４０２は、選択された原因値を含む登録拒否メッセージをＵＥ４０６に送り得る。
【００７８】
　[0086]図６は、例示的な装置６０２内の種々の手段／構成要素間のデータフローを例示
する概念的なデータフロー図６００である。装置は、ＵＥ６５０（例えば、ＵＥ１０４、
３５０、４０６、６５０、装置９０２／９０２’）と通信するコアネットワークエンティ
ティ（例えば、ＭＭＥ１６２、コアネットワークエンティティ４０２、９５０、装置６０
２’）であり得る。装置は、受信構成要素６０４と、登録構成要素６０６と、拒否メッセ
ージ構成要素６０８と、送信構成要素６１０とを含み得る。
【００７９】
　[0087]受信構成要素６０４は、要求される機能を含む登録要求６０１をＵＥ６５０から
受信するように構成され得る。特定の態様では、要求される機能は、ＣＩｏＴ最適化機能
を含み得る。特定の他の態様では、ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求されるＥＰ
Ｓ最適化を含み得る。受信構成要素６０４は、要求される機能（例えば、ＣＩｏＴ最適化
機能）を含む登録要求と関連する信号６０３を登録構成要素６０６に送るように構成され
得る。
【００８０】
　[0088]登録構成要素６０６は、要求される機能に基づいて、登録要求を拒否すると決定
するように構成され得る。例えば、登録構成要素６０６は、要求される機能を、装置６０
２のネットワークによってサポートされている機能と比較し、要求ＣＩｏＴ機能がネット
ワークと互換性がないことが決定されるとき、登録要求を拒否すると決定し得る。登録構
成要素６０６は、登録要求が拒否されることを示す信号６０５を拒否メッセージ構成要素
６０８に送るように構成され得る。
【００８１】
　[0089]拒否メッセージ構成要素６０８は、複数の原因値から、ＵＥへの登録拒否メッセ
ージ中に含める１つの原因値を選択するように構成され得る。特定の態様では、複数の原
因値は、少なくとも、第１の原因値および第２の原因値を含み得る。特定の他の態様では
、第１の原因値は、原因値番号を含み得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、拡張
ＥＭＭ原因情報エレメントを含む。特定の他の態様では、原因値番号は、原因値＃１５で
あり得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しな
いことを示し得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサ
ポートされていないことを示し得る。特定の他の態様では、原因値は、ＵＥがＮＢ－Ｓ１
モードであるかＷＢ－Ｓ１モードであるかに基づいて選択され得る。特定の他の態様では
、原因値は、ローカル展開についての知識に基づいて選択され得る。特定の他の態様では
、ローカル展開についての知識は、ローカル展開が、現在のＰＬＭＮの同じエリアにおい
て別の周波数に別の追跡エリアが存在するようなものであるかどうかを含み得る。特定の
態様では、第１の原因値は、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアをサーチするようＵＥに指示し得、第１の原因値は、現在のＰＬＭＮの別の追跡エ
リア中で適切なセルを見つけようと試みるようＵＥに指示する。特定の他の態様では、第
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２の原因値は、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エリアをＵＥ
が見つけないであろうことを示し得、第２の原因値は、異なるＰＬＭＮを見つけようと試
みるようＵＥに指示し得る。
【００８２】
　[0090]特定の他の態様では、原因値番号は、ＣＩｏＴ最適化機能が現在のＰＬＭＮにお
いてサポートされていないことを示し得る。拒否メッセージ構成要素６０８は、原因値を
含む登録拒否メッセージを生成するように構成され得る。拒否メッセージ構成要素６０８
は、原因値を含む登録拒否メッセージと関連する信号６０７を送信構成要素６１０に送る
ように構成され得る。
【００８３】
　[0091]送信構成要素６１０は、登録拒否メッセージ６０９をＵＥ６５０に送るように構
成され得る。
【００８４】
　[0092]装置は、前述した図５のフローチャートにおけるアルゴリズムのブロックの各々
を実行する追加の構成要素を含み得る。そのため、前述した図５のフローチャートにおけ
る各ブロックは、構成要素によって実行され得、装置は、それらの構成要素のうちの１つ
または複数を含み得る。構成要素は、定まったプロセス／アルゴリズムを実行するように
特に構成されるか、定まったプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセ
ッサによってインプリメントされるか、プロセッサによるインプリメンテーションのため
にコンピュータ読取可能な媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せである
１つまたは複数のハードウェア構成要素であり得る。
【００８５】
　[0093]図７は、処理システム７１４を用いる装置６０２’についてのハードウェアイン
プリメンテーションの例を例示する図７００である。処理システム７１４は、概してバス
７２４で表されるバスアーキテクチャを用いてインプリメントされ得る。バス７２４は、
処理システム７１４の特定の用途と設計制約全体に依存して、任意の数の相互接続バスお
よびブリッジを含み得る。バス７２４は、プロセッサ７０４、構成要素６０４、６０６、
６０８、６１０、およびコンピュータ読取可能な媒体／メモリ７０６で表される、１つま
たは複数のプロセッサおよび／またはハードウェア構成要素を含む様々な回路を互いにリ
ンクする。バス７２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および
電力管理回路のような様々な他の回路をリンクさせることができるが、これらは、当技術
分野では周知であるためこれ以上説明されないであろう。
【００８６】
　[0094]処理システム７１４は、トランシーバ７１０に結合され得る。トランシーバ７１
０は、１つまたは複数のアンテナ７２０に結合される。トランシーバ７１０は、伝送媒体
上で様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ７１０は、１つまた
は複数のアンテナ７２０から信号を受け取り、受け取った信号から情報を抽出し、抽出さ
れた情報を処理システム７１４に、特に受信構成要素６０４に、提供する。加えて、トラ
ンシーバ７１０は、処理システム７１４、特に送信構成要素６１０から情報を受け取り、
その受け取った情報に基づいて、１つまたは複数のアンテナ７２０に適用される信号を生
成する。処理システム７１４は、コンピュータ読取可能な媒体／メモリ７０６に結合され
たプロセッサ７０４を含む。プロセッサ７０４は、コンピュータ読取可能な媒体／メモリ
７０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む汎用処理を担う。ソフトウェアは、プロセ
ッサ７０４によって実行されると、処理システム７１４に、任意の特定の装置に関して先
に述べた様々な機能を実行させる。コンピュータ読取可能な媒体／メモリ７０６はまた、
ソフトウェアを実行するときにプロセッサ７０４によって操作されるデータを記憶するた
めに使用され得る。処理システム７１４はさらに、構成要素６０４、６０６、６０８、６
１０のうちの少なくとも１つを含む。これらの構成要素は、コンピュータ読取可能な媒体
／メモリ７０６に存在している／記憶されている、プロセッサ７０４上で動作するソフト
ウェア構成要素か、プロセッサ７０４に結合された１つまたは複数のハードウェア構成要
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素か、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
【００８７】
　[0095]特定の構成では、ワイヤレス通信のための装置６０２／６０２’は、要求される
機能を含む登録要求をＵＥから受信するための手段を含み得る。特定の態様では、要求さ
れる機能は、ＣＩｏＴ最適化機能を含み得る。特定の他の態様では、ＣＩｏＴ最適化機能
は、少なくとも、要求されるＥＰＳ最適化を含み得る。特定の他の態様では、コアネット
ワークエンティティは、ＭＭＥであり得る。特定の他の構成では、ワイヤレス通信のため
の装置６０２／６０２’は、要求される機能に基づいて、登録要求を拒否すると決定する
ための手段を含み得る。特定の他の構成では、ワイヤレス通信のための装置６０２／６０
２’は、複数の原因値から、ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める１つの原因値を選択
するための手段を含み得る。特定の態様では、複数の原因値は、少なくとも、第１の原因
値および第２の原因値を含み得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、原因値番号を
含み得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメントを含む
。特定の他の態様では、原因値番号は、原因値＃１５であり得る。特定の他の態様では、
第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し得る。特定の他の態
様では、第２の原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを示し得
る。特定の他の態様では、原因値は、ＵＥがＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ１モード
であるかに基づいて選択され得る。特定の他の態様では、原因値は、ローカル展開につい
ての知識に基づいて選択され得る。特定の他の態様では、ローカル展開についての知識は
、ローカル展開が、現在のＰＬＭＮの同じエリアにおいて別の周波数に別の追跡エリアが
存在するようなものであるかどうかを含み得る。特定の態様では、第１の原因値は、現在
のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするようＵＥに指
示し得、第１の原因値は、現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見つけよう
と試みるようＵＥに指示する。特定の他の態様では、第２の原因値は、現在のＰＬＭＮに
おいて、登録を試みるのに値する別の追跡エリアをＵＥが見つけないであろうことを示し
得、第２の原因値は、異なるＰＬＭＮを見つけようと試みるようＵＥに指示し得る。
【００８８】
　[0096]特定の他の態様では、原因値番号は、ＣＩｏＴ最適化機能が現在のＰＬＭＮにお
いてサポートされていないことを示し得る。特定の他の構成では、ワイヤレス通信のため
の装置６０２／６０２’は、登録拒否メッセージをＵＥに送るための手段を含み得る。前
述した手段は、前述した手段によって説明された機能を実行するように構成された装置６
０２の前述した構成要素および／または装置６０２’の処理システム７１４のうちの１つ
または複数であり得る。
【００８９】
　[0097]図８は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート８００である。方法は、コアネ
ットワークエンティティ（例えば、ＭＭＥ１６２、コアネットワークエンティティ４０２
、９５０、装置６０２／６０２’）と通信するＵＥ（例えば、ＵＥ１０４、３５０、４０
６、６５０、装置９０２／９０２’）によって実行され得る。図８において、破線で示さ
れる動作は、オプションの動作を示す。
【００９０】
　[0098]８０２において、ＵＥは、要求ＣＩｏＴ機能を含む登録要求をコアネットワーク
エンティティに送信し得る。特定の態様では、要求される機能は、ＣＩｏＴ最適化機能を
含み得る。特定の他の態様では、ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求されるＥＰＳ
最適化を含み得る。例えば、図４を参照すると、４１０において、ＵＥ４０６は、ＣＩｏ
Ｔ機能についての要求を含む登録要求をコアネットワークエンティティ４０２に送り得る
。例えば、登録要求において示され得るＣＩｏＴ機能は、ＰＤＮ接続性なしでのアタッチ
プロシージャ、ＣＰ ＣＩｏＴ最適化、ＵＰ ＣＩｏＴ最適化、コンバインドアタッチなし
でのＳＭＳ、および／またはＳ１－Ｕデータ転送に対するサポートを含む。
【００９１】
　[0099]８０４において、ＵＥは、原因値を含む登録拒否メッセージを受信し得る。特定
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の態様では、原因値は、第１の原因値または第２の原因値のうちの１つを含み得る。特定
の他の態様では、第１の原因値は、原因値番号を含み得る。特定の他の態様では、第２の
原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメントを含む。特定の他の態様では、原因値番号は、
原因値＃１５であり得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、追跡エリア中に適切な
セルが存在しないことを示し得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、要求されるＥ
ＰＳ最適化がサポートされていないことを示し得る。特定の他の態様では、原因値番号は
、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エリアをＵＥが見つけるこ
とができるかどうかを示すこと専用であり得る。特定の他の態様では、原因値番号は、Ｃ
ＩｏＴ最適化機能が現在のＰＬＭＮにおいてサポートされていないことを示すこと専用で
あり得る。例えば、図４を参照すると、４１８において、コアネットワークエンティティ
４０２は、ＵＥ４０６によって受信される、選択された原因値を含む登録拒否メッセージ
を送り得る。
【００９２】
　[00100]８０６において、ＵＥは、原因値に基づいて、現在のＰＬＭＮの別の追跡エリ
アをサーチするかどうかを決定し得る。例えば、図４を参照すると、ＵＥ４０６は、登録
拒否メッセージに含まれている原因値に基づいて、その挙動を決定し得る。登録拒否メッ
セージにおける受信された原因値に依存して、ＵＥ４０６は、（例えば、原因値＃１５が
、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値な
しに受信されるとき）別のＴＡをサーチするか、または（例えば、原因値＃１５が、「要
求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値とともに
受信されるとき）別のＰＬＭＮをサーチし得る。別の例では、ＵＥ４０６は、既存の原因
値（例えば、＃１５）が（オプションの拡張ＥＭＭ原因値とともに）受信されるときには
別のＴＡをサーチし、新たな原因値（例えば、＃ｘｙ）が受信されるときには別のＰＬＭ
Ｎをサーチし得る。一構成では、同じＰＬＭＮ中の別のＴＡをサーチすることは、別のＴ
Ａ中の適切なセルをサーチすることを含み得る。代替的に、原因値＃１５とともに含まれ
ている新たな拡張ＥＭＭ原因ＩＥは、ＵＥ４０６が新たなＰＬＭＮをサーチすることに帰
着し得る。ＵＥ４０６が、ＵＥ４０６のサポートＣＩｏＴ機能と互換性のある同じＰＬＭ
Ｎの別のＴＡ中に適切なセルを見つけないであろうとコアネットワークエンティティ４０
２が決定するとき、コアネットワークエンティティ４０２は、原因値＃１５を有する新た
な拡張ＥＭＭ原因ＩＥをＵＥ４０６に提供し得る。コアネットワークエンティティ４０２
による決定は、ＵＥ４０６のモード（すなわち、ＮＢ－Ｓ１対ＷＢ－Ｓ１）と、展開知識
（例えば、ＵＥ４０６が使用したいと望むＣＩｏＴ機能を有する別のＴＡが同じエリア内
の異なる周波数上に存在するという知識）と、可能性のある他の要因とに基づき得る。他
の全てのケースでは、コアネットワークエンティティ４０２は、拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有
さないレガシ原因値＃１５を提供し得、ＵＥ４０６は、原因値＃１５のためのレガシ挙動
に従う。特定のインプリメンテーションでは、「要求されたＥＰＳ最適化はサポートされ
ていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因ＩＥを有する原因値＃１５を含む登録拒否メッセ
ージが受信されるとき、ＵＥ４０６の挙動は、ＵＥの動作モード（例えば、ＮＢ－Ｓ１モ
ードまたはＷＢ－Ｓ１モード）に基づいて決められ得る。例えば、登録拒否メッセージを
受信すると、ＮＢ－Ｓ１モードのＵＥ４０６は、直ちに新たなＰＬＭＮをサーチし得るの
に対して、ＷＢ－Ｓ１モードのＵＥ４０６は、レガシ原因値＃１５にしたがって挙動する
（例えば、最初に同じＰＬＭＮの別のＴＡ中の適切なセルをサーチする）。
【００９３】
　[00101]８０８において、ＵＥは、原因値が第１の原因値であるとき、現在のＰＬＭＮ
の別の追跡エリアへの登録を試み得る。例えば、図４を参照すると、登録拒否メッセージ
における受信された原因値に依存して、ＵＥ４０６は、（例えば、原因値＃１５が、「要
求されたＥＰＳ最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値なしに受
信されるとき）別のＴＡへの登録を試み得る。別の例では、ＵＥ４０６は、既存の原因値
（例えば、＃１５）が（オプションの拡張ＥＭＭ原因値とともに）受信されるとき、別の
ＴＡへの登録を試み得る。一構成では、同じＰＬＭＮ中の別のＴＡへの登録を試みること
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は、別のＴＡにおいて適切なセルへの登録を試みることを含み得る。
【００９４】
　[00102]８１０において、ＵＥは、原因値が第２の原因値であるとき、別のＰＬＭＮを
選択しようと試み得る。例えば、図４を参照すると、登録拒否メッセージにおける受信さ
れた原因値に依存して、ＵＥ４０６は、（例えば、原因値＃１５が、「要求されたＥＰＳ
最適化はサポートされていない」に設定された拡張ＥＭＭ原因値とともに受信されるとき
）別のＰＬＭＮを選択しようと試み得る。別の例では、ＵＥ４０６は、新たな原因値（例
えば、♯ｘｙ）が受信されるとき、別のＰＬＭＮを選択しようと試み得る。
【００９５】
　[00103]図９は、例示的な装置９０２内の種々の手段／構成要素間のデータフローを例
示する概念的なデータフロー図９００である。装置は、コアネットワークエンティティ９
５０（例えば、ＭＭＥ１６２、コアネットワークエンティティ４０２、装置６０２’）と
通信するＵＥ（例えば、ＵＥ１０４、３５０、４０６、６５０、装置９０２／９０２’）
であり得る。装置は、受信構成要素９０４と、動作決定構成要素９０６と、送信構成要素
９０８とを含み得る。
【００９６】
　[00104]送信構成要素９０８は、要求される機能を含む登録要求９０１をコアネットワ
ークエンティティ９５０に送信するように構成され得る。特定の態様では、要求される機
能は、ＣＩｏＴ最適化機能を含み得る。特定の他の態様では、ＣＩｏＴ最適化機能は、少
なくとも、要求されるＥＰＳ最適化を含み得る。
【００９７】
　[00105]受信構成要素９０４は、原因値を含む登録拒否メッセージ９０３を受信するよ
うに構成され得る。特定の態様では、原因値は、第１の原因値または第２の原因値のうち
の１つを含み得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、原因値番号を含み得る。特定
の他の態様では、第２の原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメントを含む。特定の他の態
様では、原因値番号は、原因値＃１５であり得る。特定の他の態様では、第１の原因値は
、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し得る。特定の他の態様では、第２の
原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを示し得る。特定の他の
態様では、原因値番号は、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エ
リアをＵＥが見つけることができるかどうかを示すこと専用であり得る。特定の他の態様
では、原因値番号は、ＣＩｏＴ最適化機能が現在のＰＬＭＮにおいてサポートされていな
いことを示すこと専用であり得る。受信構成要素９０４は、原因値を含む登録拒否メッセ
ージと関連する信号９０５を動作決定構成要素９０６に送るように構成され得る。
【００９８】
　[00106]動作決定構成要素９０６は、原因値に基づいて、現在のＰＬＭＮの別の追跡エ
リアをサーチするかどうかを決定するように構成され得る。動作決定構成要素９０６は、
原因値が第１の原因値であるとき、現在のＰＬＭＮの別の追跡エリアへの登録を試みるよ
うに構成され得る。動作決定構成要素９０６は、原因値が第２の原因値であるとき、別の
ＰＬＭＮを選択しようと試みるように構成され得る。
【００９９】
　[00107]装置は、前述した図８のフローチャートにおけるアルゴリズムのブロックの各
々を実行する追加の構成要素を含み得る。そのため、前述した図８のフローチャートにお
ける各ブロックは、構成要素によって実行され得、装置は、それらの構成要素のうちの１
つまたは複数を含み得る。構成要素は、定まったプロセス／アルゴリズムを実行するよう
に特に構成されるか、定まったプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロ
セッサによってインプリメントされるか、プロセッサによるインプリメンテーションのた
めにコンピュータ読取可能な媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであ
る１つまたは複数のハードウェア構成要素であり得る。
【０１００】
　[00108]図１０は、処理システム１０１４を用いる装置９０２’についてのハードウェ
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アインプリメンテーションの例を例示する図１０００である。処理システム１０１４は、
概してバス１０２４で表されるバスアーキテクチャを用いてインプリメントされ得る。バ
ス１０２４は、処理システム１０１４の特定の用途と設計制約全体に依存して、任意の数
の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス１０２４は、プロセッサ１００４、構成
要素９０４、９０６、９０８、およびコンピュータ読取可能な媒体／メモリ１００６で表
される、１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェア構成要素を含む様々な
回路を互いにリンクする。バス１０２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギ
ュレータ、および電力管理回路のような様々な他の回路をリンクさせることができるが、
これらは、当技術分野では周知であるためこれ以上説明されないであろう。
【０１０１】
　[00109]処理システム１０１４は、トランシーバ１０１０に結合され得る。トランシー
バ１０１０は、１つまたは複数のアンテナ１０２０に結合される。トランシーバ１０１０
は、伝送媒体上で様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ１０１
０は、１つまたは複数のアンテナ１０２０から信号を受け取り、受け取った信号から情報
を抽出し、抽出された情報を処理システム１０１４に、特に受信構成要素９０４に、提供
する。加えて、トランシーバ１０１０は、処理システム１０１４、特に送信構成要素９０
８から情報を受け取り、その受け取った情報に基づいて、１つまたは複数のアンテナ１０
２０に適用される信号を生成する。処理システム１０１４は、コンピュータ読取可能な媒
体／メモリ１００６に結合されたプロセッサ１００４を含む。プロセッサ１００４は、コ
ンピュータ読取可能な媒体／メモリ１００６に記憶されたソフトウェアの実行を含む汎用
処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ１００４によって実行されると、処理システム
１０１４に、任意の特定の装置に関して先に述べた様々な機能を実行させる。コンピュー
タ読取可能な媒体／メモリ１００６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ１
００４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム１０１４
はさらに、構成要素９０４、９０６、９０８のうちの少なくとも１つを含む。これらの構
成要素は、コンピュータ読取可能な媒体／メモリ１００６に存在している／記憶されてい
る、プロセッサ１００４上で動作するソフトウェア構成要素か、プロセッサ１００４に結
合された１つまたは複数のハードウェア構成要素か、またはそれらの何らかの組合せであ
り得る。処理システム１０１４は、ＵＥ３５０の構成要素であり得、メモリ３６０および
／またはＴＸプロセッサ３６８、ＲＸプロセッサ３５６、およびコントローラ／プロセッ
サ３５９のうちの少なくとも１つを含み得る。
【０１０２】
　[00110]特定の構成では、ワイヤレス通信のための装置９０２／９０２’は、要求され
る機能を含む登録要求をコアネットワークエンティティに送信するための手段を含み得る
。特定の態様では、要求される機能は、ＣＩｏＴ最適化機能を含み得る。特定の他の態様
では、ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求されるＥＰＳ最適化を含み得る。特定の
他の構成では、ワイヤレス通信のための装置９０２／９０２’は、原因値を含む登録拒否
メッセージを受信するための手段を含み得る。特定の態様では、原因値は、第１の原因値
または第２の原因値のうちの１つを含み得る。特定の他の態様では、第１の原因値は、原
因値番号を含み得る。特定の他の態様では、第２の原因値は、拡張ＥＭＭ原因情報エレメ
ントを含む。特定の他の態様では、原因値番号は、原因値＃１５であり得る。特定の他の
態様では、第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し得る。特
定の他の態様では、第２の原因値は、要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないこ
とを示し得る。特定の他の態様では、原因値番号は、現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試
みるのに値する別の追跡エリアをＵＥが見つけることができるかどうかを示すこと専用で
あり得る。特定の他の態様では、原因値番号は、ＣＩｏＴ最適化機能が現在のＰＬＭＮに
おいてサポートされていないことを示すこと専用であり得る。特定の他の構成では、ワイ
ヤレス通信のための装置９０２／９０２’は、原因値に基づいて、現在のＰＬＭＮの別の
追跡エリアをサーチするかどうかを決定するための手段を含み得る。特定の他の構成では
、ワイヤレス通信のための装置９０２／９０２’は、原因値が第１の原因値であるとき、
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現在のＰＬＭＮの別の追跡エリアへの登録を試みるための手段を含み得る。特定の他の構
成では、ワイヤレス通信のための装置９０２／９０２’は、原因値が第２の原因値である
とき、別のＰＬＭＮを選択しようと試みるための手段を含み得る。
【０１０３】
　[00111]前述した手段は、前述した手段によって説明された機能を実行するように構成
された装置９０２の前述した構成要素および／または装置９０２’の処理システム１０１
４のうちの１つまたは複数であり得る。先に述べたように、処理システム１０１４は、Ｔ
Ｘプロセッサ３６８と、ＲＸプロセッサ３５６と、コントローラ／プロセッサ３５９とを
含み得る。そのため、一構成では、前述した手段は、前述した手段によって記載された機
能を行うように構成されたＴＸプロセッサ３６８、ＲＸプロセッサ３５６、およびコント
ローラ／プロセッサ３５９であり得る。
【０１０４】
　[00112]開示されたプロセス／フローチャートにおけるブロックの特定の順序または階
層が例示的な手法の例示であることは理解される。設計の選好に基づいて、これらのプロ
セス／フローチャートにおけるブロックの特定の順序または階層が並び替えられ得ること
は理解される。さらに、いくつかのブロックは、組み合わせられるか、または省略され得
る。添付の方法の請求項は、様々なブロックのエレメントを例示的な順序で示すが、提示
された特定の順序または階層に限定されることは意味されない。
【０１０５】
　[00113]先の説明は、本明細書で説明される様々な態様を当業者が実施することを可能
にするために提供される。これらの態様に対する様々な修正は、当業者には容易に明らか
となり、本明細書において定義された包括的な原理は、他の態様に適用され得る。ゆえに
、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるように意図されるのではなく
、特許請求の範囲における文言と一致する全範囲が付与されるべきであり、ここにおいて
、単数形のエレメントへの参照は、別途明記されていない限り、「１つおよび１つのみ」
を意味するように意図されるのではなく、むしろ「１つまたは複数」を意味する。「例示
的」という用語は、「実例、事例、または例示として提供される」を意味するために本明
細書で使用される。「例示的」として本明細書で説明される任意の態様は、必ずしも、他
の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。別途明記されていな
い限り、「何らかの／いくつかの」という用語は、１つまたは複数を指す。「Ａ、Ｂ、ま
たはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数」、「Ａ
、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの１つまたは複数
」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」のような組合せは、Ａ、Ｂ、お
よび／またはＣの任意の組合せを含み、複数のＡ、複数のＢ、または複数のＣを含み得る
。具体的には、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、またはＣのう
ちの１つまたは複数」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およ
びＣのうちの１つまたは複数」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」の
ような組合せは、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、またはＡとＢとＣ
であり得、ここで、任意のこのような組合せは、Ａ、Ｂ、またはＣの１つまたは複数のメ
ンバーを含み得る。当業者に知られているかまたは後に知られることとなる、本開示全体
にわたって説明された様々な態様のエレメントと構造的および機能的に同等なものはすべ
て、参照によって本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されること
が意図されている。さらに、本明細書におけるどの開示も、そのような開示が特許請求の
範囲に明示的に記載されているかどうかに関わらず、公衆に献呈されることを意図するも
のではない。「モジュール」、「メカニズム」、「エレメント」、「デバイス」、等の用
語は、「手段」という用語の代用にはならない可能性がある。そのため、エレメントが「
～のための手段」という表現を使用して明記されていない限り、請求項のいずれのエレメ
ントもミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
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　コアネットワークエンティティのワイヤレス通信の方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から、要求される機能を含む登録要求を受信することと、ここにお
いて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化機能を
含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステム（Ｅ
ＰＳ）最適化を含む、
　前記要求される機能に基づいて、前記登録要求を拒否すると決定することと、
　複数の原因値から、前記ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める１つの原因値を選択す
ることと、ここにおいて、
　　　前記複数の原因値は、少なくとも、第１の原因値および第２の原因値を含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記登録拒否メッセージを前記ＵＥに送ることと、
　を備える方法。
［Ｃ２］
　前記原因値は、前記ＵＥがＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ１モードであるかに基づ
いて選択される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記原因値は、ローカル展開についての知識に基づいて選択される、Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ４］
　前記ローカル展開についての前記知識は、前記ローカル展開が、現在の地上波公共移動
通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の同じエリアにおいて別の周波数上に別の追跡エリアが存
在するようなものであるかどうかを備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記第１の原因値は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、
登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするよう前記ＵＥに指示し、前記第１の
原因値は、前記現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見つけようと試みるよ
う前記ＵＥに指示する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記第２の原因値は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアを前記ＵＥが見つけないであろうことを示し、前記第２の原因値は、異なるＰＬＭ
Ｎを見つけることを試みるよう前記ＵＥに指示する、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記原因値番号は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エ
リアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記コアネットワークエンティティはＭＭＥである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　ユーザ機器（ＵＥ）のワイヤレス通信の方法であって、
　要求される機能を含む登録要求をコアネットワークエンティティに送信することと、こ
こにおいて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化
機能を含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステ
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ム（ＥＰＳ）最適化を含む、
　原因値を含む登録拒否メッセージを受信することと、ここにおいて、
　　　前記原因値は、第１の原因値または第２の原因値のうちの１つを含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記原因値に基づいて、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の別の追
跡エリアをサーチするかどうかを決定することと、
　を備える方法。
［Ｃ１１］
　前記原因値が前記第１の原因値であるとき、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（
ＰＬＭＮ）の前記別の追跡エリアへの登録を試みることと、
　前記原因値が前記第２の原因値であるとき、別のＰＬＭＮを選択することを試みること
と、
　をさらに備える、Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記原因値番号は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、登
録を試みるのに値する別の追跡エリアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す
こと専用である、Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示すこと専用である、Ｃ１０に記載の
方法。
［Ｃ１４］
　コアネットワークエンティティのワイヤレス通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から、要求される機能を含む登録要求を受信するための手段と、こ
こにおいて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化
機能を含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステ
ム（ＥＰＳ）最適化を含む、
　前記要求される機能に基づいて、前記登録要求を拒否すると決定するための手段と、
　複数の原因値から、前記ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める１つの原因値を選択す
るための手段と、ここにおいて、
　　　前記複数の原因値は、少なくとも、第１の原因値および第２の原因値を含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記登録拒否メッセージを前記ＵＥに送るための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ１５］
　前記原因値は、前記ＵＥがＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ１モードであるかに基づ
いて選択される、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ１６］
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　前記原因値は、ローカル展開についての知識に基づいて選択される、Ｃ１４に記載の装
置。
［Ｃ１７］
　前記ローカル展開についての前記知識は、前記ローカル展開が、現在の地上波公共移動
通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の同じエリアにおいて別の周波数に別の追跡エリアが存在
するようなものであるかどうかを備える、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記第１の原因値は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、
登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするよう前記ＵＥに指示し、前記第１の
原因値は、前記現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見つけようと試みるよ
う前記ＵＥに指示する、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記第２の原因値は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアを前記ＵＥが見つけないであろうことを示し、前記第２の原因値は、異なるＰＬＭ
Ｎを見つけることを試みるよう前記ＵＥに指示する、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記原因値番号は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エ
リアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示す、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記コアネットワークエンティティはＭＭＥである、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ２３］
　ユーザ機器（ＵＥ）のワイヤレス通信のための装置であって、
　要求される機能を含む登録要求をコアネットワークエンティティに送信するための手段
と、ここにおいて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）
最適化機能を含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケット
システム（ＥＰＳ）最適化を含む、
　原因値を含む登録拒否メッセージを受信するための手段と、ここにおいて、
　　　前記原因値は、第１の原因値または第２の原因値のうちの１つを含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記原因値に基づいて、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の別の追
跡エリアをサーチするかどうかを決定するための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ２４］
　前記原因値が前記第１の原因値であるとき、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（
ＰＬＭＮ）の前記別の追跡エリアへの登録を試みるための手段と、
　前記原因値が前記第２の原因値であるとき、別のＰＬＭＮを選択することを試みるため
の手段と、
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記原因値番号は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、登
録を試みるのに値する別の追跡エリアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す
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こと専用である、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示すこと専用である、Ｃ２３に記載の
装置。
［Ｃ２７］
　コアネットワークエンティティのワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ユーザ機器（ＵＥ）から、要求される機能を含む登録要求を受信することと、ここにお
いて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化機能を
含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステム（Ｅ
ＰＳ）最適化を含む、
　前記要求される機能に基づいて、前記登録要求を拒否すると決定することと、
　複数の原因値から、前記ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める１つの原因値を選択す
ることと、ここにおいて、
　　　前記複数の原因値は、少なくとも、第１の原因値および第２の原因値を含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記登録拒否メッセージを前記ＵＥに送ることと、
　を行うように構成される、装置。
［Ｃ２８］
　前記原因値は、前記ＵＥがＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ１モードであるかに基づ
いて選択される、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記原因値は、ローカル展開についての知識に基づいて選択される、Ｃ２７に記載の装
置。
［Ｃ３０］
前記ローカル展開についての前記知識は、前記ローカル展開が、現在の地上波公共移動通
信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の同じエリアにおいて別の周波数に別の追跡エリアが存在す
るようなものであるかどうかを備える、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］
　前記第１の原因値は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、
登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするよう前記ＵＥに指示し、前記第１の
原因値は、前記現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見つけようと試みるよ
う前記ＵＥに指示する、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記第２の原因値は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアを前記ＵＥが見つけないであろうことを示し、前記第２の原因値は、異なるＰＬＭ
Ｎを見つけることを試みるよう前記ＵＥに指示する、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記原因値番号は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エ
リアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ３４］
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　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示す、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記コアネットワークエンティティはＭＭＥである、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３６］
　ユーザ機器（ＵＥ）のワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　要求される機能を含む登録要求をコアネットワークエンティティに送信することと、こ
こにおいて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化
機能を含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステ
ム（ＥＰＳ）最適化を含む、
　原因値を含む登録拒否メッセージを受信することと、ここにおいて、
　　　前記原因値は、第１の原因値または第２の原因値のうちの１つを含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記原因値に基づいて、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の別の追
跡エリアをサーチするかどうかを決定することと、
　を行うように構成される、装置。
［Ｃ３７］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記原因値が前記第１の原因値であるとき、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（
ＰＬＭＮ）の前記別の追跡エリアへの登録を試みることと、
　前記原因値が前記第２の原因値であるとき、別のＰＬＭＮを選択することを試みること
と、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記原因値番号は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、登
録を試みるのに値する別の追跡エリアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す
こと専用である、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示すこと専用である、Ｃ３６に記載の
装置。
［Ｃ４０］
　コアネットワークエンティティのためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピ
ュータ読取可能な媒体であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から、要求される機能を含む登録要求を受信することと、ここにお
いて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化機能を
含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステム（Ｅ
ＰＳ）最適化を含む、
　前記要求される機能に基づいて、前記登録要求を拒否すると決定することと、
　複数の原因値から、前記ＵＥへの登録拒否メッセージ中に含める１つの原因値を選択す
ることと、ここにおいて、
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　　　前記複数の原因値は、少なくとも、第１の原因値および第２の原因値を含み、
　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記登録拒否メッセージを前記ＵＥに送ることと、
　を行うためのコードを備える、コンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ４１］
　前記原因値は、前記ＵＥがＮＢ－Ｓ１モードであるかＷＢ－Ｓ１モードであるかに基づ
いて選択される、Ｃ４０に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ４２］
　前記原因値は、ローカル展開についての知識に基づいて選択される、Ｃ４０に記載のコ
ンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ４３］
　前記ローカル展開についての前記知識は、前記ローカル展開が、現在の地上波公共移動
通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の同じエリアにおいて別の周波数に別の追跡エリアが存在
するようなものであるかどうかを備える、Ｃ４２に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ４４］
　前記第１の原因値は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、
登録を試みるのに値する別の追跡エリアをサーチするよう前記ＵＥに指示し、前記第１の
原因値は、前記現在のＰＬＭＮの別の追跡エリア中で適切なセルを見つけようと試みるよ
う前記ＵＥに指示する、Ｃ４０に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ４５］
　前記第２の原因値は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡
エリアを前記ＵＥが見つけないであろうことを示し、前記第２の原因値は、異なるＰＬＭ
Ｎを見つけようと試みるよう前記ＵＥに指示する、Ｃ４４に記載のコンピュータ読取可能
な媒体。
［Ｃ４６］
　前記原因値番号は、前記現在のＰＬＭＮにおいて、登録を試みるのに値する別の追跡エ
リアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す、Ｃ４５に記載のコンピュータ読
取可能な媒体。
［Ｃ４７］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示す、Ｃ４０に記載のコンピュータ読
取可能な媒体。
［Ｃ４８］
　前記コアネットワークエンティティはＭＭＥである、Ｃ４０に記載のコンピュータ読取
可能な媒体。
［Ｃ４９］
　ユーザ機器（ＵＥ）のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ読取
可能な媒体であって、
　要求される機能を含む登録要求をコアネットワークエンティティに送信することと、こ
こにおいて、前記要求される機能は、ＣＩｏＴ（cellular internet of things）最適化
機能を含み、前記ＣＩｏＴ最適化機能は、少なくとも、要求される進化型パケットシステ
ム（ＥＰＳ）最適化を含む、
　原因値を含む登録拒否メッセージを受信することと、ここにおいて、
　　　前記原因値は、第１の原因値または第２の原因値のうちの１つを含み、
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　　　前記第１の原因値は、原因値番号を含み、
　　　前記第２の原因値は、拡張ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）原因情報エレメントを
含み、
　　　前記原因値番号は、原因値＃１５であり、
　　　前記第１の原因値は、追跡エリア中に適切なセルが存在しないことを示し、
　　　前記第２の原因値は、前記要求されるＥＰＳ最適化がサポートされていないことを
示す、
　前記原因値に基づいて、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）の別の追
跡エリアをサーチするかどうかを決定することと、
　を行うためのコードを備える、コンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ５０］
　前記原因値が前記第１の原因値であるとき、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（
ＰＬＭＮ）の前記別の追跡エリアへの登録を試みることと、
　前記原因値が前記第２の原因値であるとき、別のＰＬＭＮを選択することを試みること
と、
　を行うためのコードをさらに備える、Ｃ４９に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ５１］
　前記原因値番号は、現在の地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）において、登
録を試みるのに値する別の追跡エリアを前記ＵＥが見つけることができるかどうかを示す
こと専用である、Ｃ４９に記載のコンピュータ読取可能な媒体。
［Ｃ５２］
　前記原因値番号は、前記ＣＩｏＴ最適化機能が現在の地上波公共移動通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）においてサポートされていないことを示すこと専用である、Ｃ４９に記載の
コンピュータ読取可能な媒体。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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